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午後１時２７分開会 

○西の原ゆま委員長 これよりエリアデザイン調査

特別委員会を開会します。 

 

           ◇            

 

○西の原ゆま委員長 まず初めに、記録署名員の指

名を行います。 

  岡田委員、小林委員、よろしくお願いします。 

  審査に先立ち、委員の皆様に申し上げます。 

  本特別委員会の調査項目及び設置理由は、既に

資料に配付いたしましたので御了承願います。 

 

           ◇            

 

○西の原ゆま委員長 次に、陳情の審査を議題とい

たします。 

  本日は、新しい委員会構成になって初の委員会

審査でありますので、継続審査中となっている陳

情の内容につきましては、執行機関から、また過

去の審査状況につきましては、区議会事務局から

それぞれの説明を求め、その後、審査に入りたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

 

           ◇            

 

○西の原ゆま委員長 ５受理番号２３ 綾瀬小学校

内の「わくわくにこにこ図書の森」を真に地域に

開放された場所にするため旧こども家庭支援セン

ター跡地施設内に移設拡充させることを求める陳

情を単独議題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  また、報告事項②綾瀬・北綾瀬エリアデザイン

（綾瀬ゾーン）の取組の状況についてですが、本

陳情と関連しておりますので、併せて執行機関よ

り説明を求めます。 

○都市建設部長 よろしくお願いいたします。 

  初めに、陳情説明資料２ページ御覧いただけま

すでしょうか。 

  件名は記載のとおりでございます。 

  陳情の趣旨ですが、件名にありますとおり、現

在綾瀬小学校内にあります図書の森を旧こども家

庭支援センター跡地に移して利用できるようにし

ていただきたいという内容でございます。 

  内容及び経過ですが、概略御説明申し上げます。

この施設跡地につきましては、過去平成９年に地

区中核図書館を希望する要望の内容、あわせて平

成２６年には、こちら旧こども家庭支援センター

跡地に子どもが本と出合う場所の整備、また１５

０人程度収容が可能な多目的施設の整備と、あわ

せまして３ページ移りまして、平成３０年には同

様の内容の陳情が出されております。 

  引き続き、令和元年１０月についても同様の趣

旨の陳情が出されてる経過でございます。 

  続いて、４ページでございます。 

  綾瀬わくわくにこにこ図書の森ですが、こちら

につきましては、利用対象は記載のとおりでござ

います。開設日等についても記載のとおりですが、

後ほど報告資料の中で御説明申し上げたいと思い

ます。 

  あわせまして、５ページでございます。 

  ３番、旧足立区こども家庭支援センター跡地の

状況でございますが。平成２５年に施設統合し、

以降の経緯をたどりまして、現在は東渕江小学校

の仮設の校舎として使われている状況でございま

す。 

  引き続きまして、報告資料の３ページでござい

ます。 

  綾瀬・北綾瀬エリアデザインの綾瀬ゾーンの取

組状況でございます。 
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  まず、項番１です。綾瀬エリアのまちづくりで

ございますが、令和７年５月１３日に綾瀬駅周辺

地区まちづくり協議会２３回目を開催させていた

だきました。開催日時、以下記載のとおりでござ

いまして、内容につきまして主な質疑のところに、

高架下通路西口近くの坂がありという★★ますが、

後ほどまた報告の中で御説明したいと思います。

以下、記載のとおりでございます。 

  続いて４ページでございますが、今申し上げま

した綾瀬駅西口周辺の歩行環境改善についてでご

ざいます。 

  先ほど触れました改札付近の高架下通路に、自

転車止めの柵があって歩きにくいという御意見が

ございました。これにつきましては、土地の所有

者でありますＪＲ東日本都市開発及びメトロ開発

株式会社に自転車の柵の扱い等を依頼しまして、

何とか年内を目途に撤去する方向で考えておりま

すが、自転車が乱雑に入ってはいけませんので、

その対応についても併せて検討していきたいと思

っております。 

  また、高架下イメージの改善としまして、現状

と取組について記載のとおり書かせていただいて

ございます。 

  併せまして５ページです。 

  項番の３、綾瀬駅東駅前交通広場バス停の改善

ですが、こちらもさきの本会議で御質問いただい

た内容について、若干柵及びベンチの移設をさせ

ていただいたところでございます。 

  今後の対応なのですが、令和７年１１月に住友

不動産の建物が完成いたしますので、それに合わ

せまして、安全でかつ快適な★★空間にしていき

たいというふうに考えてございます。 

  続いて、６ページでございます。 

  先ほど陳情にありました綾瀬小学校わくわくに

こにこ図書の森の状況でございます。 

  利用状況については記載のとおりでございまし

て、（２）番、夏休み中の期間中のイベントでご

ざいますが、アとしてファミリーコンサート、イ

として段ボール迷路等を開催する予定でございま

す。 

  続いて、８ページでございます。 

  ５番、旧こども家庭支援センター跡地の検討状

況なのですが、こちらにつきましては、意見交換

の場を利用者の多様なニーズを把握する公募条件

の参考とするため、全３回の意見交換会を実施す

る予定でございます。日程場所については、８月

３日から以下記載のとおりでございまして、参加

予定者なのですが、こちら若い世代を中心に地域

の多様な関係者から計３０名と選出する予定でご

ざいます。 

  なお、この意見交換会でございますが、自由闊

達な御意見を求める観点から、基本的には参加者

のみの運営としたいと考えております。 

  今後の予定については、記載のとおりでござい

ます。 

  私からは以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○西の原ゆま委員長 続いて、過去の審査状況につ

きまして、区議会事務局長に説明を求めます。 

○区議会事務局長 本陳情につきましては、旧こど

も家庭支援センター跡地の今後の状況を注視しつ

つ、議論を深めていく必要があることから、全会

一致で継続審査となってございます。 

  以上でございます。 

○西の原ゆま委員長 何か質疑はありませんか。 

○小林ともよ委員 今報告にもありましたけれども、

旧こども家庭支援センターの跡地利用に関して、

ワークショップを開くということですけれども、

若い世代を中心にするということになっているの

ですが、イの③ですね。世代を問わず地域で活動
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している方とありますが、年齢構成はどのような

形で考えているのでしょうか。 

○資産管理課長 今、考えているメンバーの案でご

ざいますけれども、世代を問わず地域で活動され

ている方のイメージとしては、こちらに書いてあ

るとおりまちづくり協議会、ぐるぐる活動者とい

うことなので、このあたりの年代については、基

本的には結構年配の方々になる予定です。 

  ①番のところにある若い世代というのは、小・

中学生なので基本的に若い人、２番の子育てにつ

いては子育て★★なので３０代、４０代、その辺

の年齢構成でやりたいと考えております。 

○小林ともよ委員 そうすると、今このまちづくり

協議会ですとか、あやセンターぐるぐるに関わっ

ていない方は、ここには参加できないということ

になりますか。 

○資産管理課長 小林委員おっしゃるとおりです。 

○小林ともよ委員 もっと幅広く、やっぱり声を聞

いていただきたいなと私は思います。 

  もうこれは決定事項なのでしょうか。それとも、

もう少し、こういったところに参加したいという

これから意向がある方は、参加できるという形に

できないでしょうか。 

○資産管理課長 基本的には、今回のこの参加メン

バーでやらせていただきたいと考えてますので、

原則、決定事項で今進めていきたいと考えており

ます。 

○小林ともよ委員 これ３回やるという中では、そ

の過程でもう少しということにはならないですか。 

○資産管理課長 基本的には同じメンバーで、段階

を踏んで、３回やりたいと考えておりますので、

基本的はメンバーの変更はない予定でございます。 

○小林ともよ委員 なるべく幅広く、やっぱりこの

旧こども家庭支援センターに関しては、様々な地

域の方の御意見ありますので、そういった方の意

見もきちんと組み込めるようなものにしていただ

きたいと思います。要望です。 

○西の原ゆま委員長 何か質疑ありませんか。 

○長沢興祐委員 私も久しぶりにエリアデザイン戻

ってきたので、過去にも、これの内容の陳情を審

議してきましたけれども、まず、図書の森を移設

して、誰でもということで、図書館と図書の森の

違いといったところ、この陳情者はどのように捉

えてるのでしょうか。分かりますか。 

○区議会事務局次長 陳情、提出されたところに記

載されている範囲でしかこちらは確認しておりま

せんので、必要があれば陳情提出者の方に確認し

たいと思います。 

○長沢興祐委員 一度確認していただけますか。規

模のこととか、イメージがあると思いますので。

それで執行機関の方にお尋ねしたいのですけれど

も、足立区の図書館、整備計画は、これまでは過

去に私もエリアデザインに所属をしていたときに

は、特に増やす必要がないということでなってい

ましたが、変化はないでしょうか。 

○中央図書館長 図書館を増設したりするなど計画

ございませんので、変化はございません。 

○長沢興祐委員 今どうなのでしょう、区内。人口

も増えたり、土地のサイズはもちろん変わらない

のですけれども、バランスというのは、各地域ご

とにある程度のメッシュを掛けて、適切配置とい

うか、均等にできているのでしょうか。 

○中央図書館長 区といたしましては、区内、今全

域に１５館図書館がありますので、バランスよく

ということでは考えております。 

  もちろんスポット、スポットで見ると、ないと

ころというのはあるのですけれども、全国的には

充足していると認識しております。 

○長沢興祐委員 そんな中で、今回は綾瀬のエリア

が出てますけれども、綾瀬のところは空白地域だ
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というところで出ていますが、執行機関としては

どのような認識でしょうか。 

○中央図書館長 確かに、綾瀬の駅前に図書館がな

いというのは事実でございます。ただ、そういっ

たところを少しでも本と出合える環境というとこ

ろで、図書の森を設置して今進めているところで

ございます。 

○長沢興祐委員 実際、データは出されていますけ

れども、これはソフトの政策をやってることによ

って、そこの空白地域を補っているという認識で

よろしいでしょうか。 

○中央図書館長 本と出合える場の創出というとこ

ろでは、一定程度★★は満たしてきているのでは

ないかと認識してございます。 

○長沢興祐委員 それは、このデータの数字を用い

て、それが満たされているということで捉えてい

るということでよろしいでしょうか。 

○中央図書館長 数字だけで申し上げますと、利用

人数ですとか貸出し冊数は、区で目標値に掲げて

いるものからまだ届いていない形になります。た

だ、そこに目指して今いろいろと進めているとこ

ろでございます。 

○西の原ゆま委員長 ほかに質疑はありませんか。 

○へんみ圭二委員 まず、先ほどのワークショップ

の件なのですが、これは小・中学生、高校生など

も入れるということですが、これは何人ぐらい子

どもたちが入るのですか。 

○資産管理課長 近隣の小・中・高校生、基本的に

は各校二、三名程度で考えております。 

○へんみ圭二委員 第１回が８月３日に行われると

いうことですから、もう１か月もありませんが、

これ３０名というのはもう決まってるのですか。 

○資産管理課長 現在候補者を選定させていただき

たいと思ってますので、地域の方々から推薦をい

ただいたり、今、へんみ委員からおっしゃってい

ただいたような、小・中学校については校長先生

に推薦の方を依頼しているところでございます。 

○へんみ圭二委員 すると、大体どれぐらいまでに

決めるのかということと、あとはやはり公募とい

うのもしてもいいのかなと思うのですが、そのあ

たりの考え方はいかがですか。 

○資産管理課長 へんみ委員おっしゃるところもあ

ると思いますけれども、すみません、期限がこち

らの確かに都合で申し訳ないのですけれども、も

う８月上旬にやるというところを考えると、推薦

をしていただいて、メンバーを決めて進めていき

たいと考えております。 

○へんみ圭二委員 ８月３日が第１回ですから、も

う時間がないというのは分かりますが、ただその

期間、時間設定をしたのは、区役所の皆さんであ

って、もっと早くから準備をしていれば公募とい

うのができたのではないかなと思いますが、その

公募はそもそも考えてなかったのですか。 

○資産管理課課長 すみません、公募については特

段考えていませんでした。まずは、やっぱりそも

そもこのワークショップをやるというに至った経

緯でございますけれども、地元のまちづくり協議

会の方で、将来の綾瀬に資する人たちに意見を聞

くべきだというところで、そういった御要望がご

ざいましたので、基本的にはそういった関係者の

方々に意見をもらおうと思いましたので、そこに

関係する人たちから推薦をいただいて、メンバー

を決めたいと、そのように考えておりました。 

○へんみ圭二委員 なると、活発な議論が行われる

ために、クローズドでやられるということですか

ら、私なんかもどういう意見が出るのかなという

のは非常に気になりますし、是非見たいなと思っ

ていたのです。見られないということですから、

例えば、クローズでやるにしても、詳細な議事録

をしっかりと作って公表していくというのが必要
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かなと思います。そのあたりはいかがですか。 

○資産管理課長 へんみ委員おっしゃるとおりでご

ざいますので、詳細な議事録を作って、公開させ

ていただきたいと思います。 

○へんみ圭二委員 分かりました。 

  以前から出ていた陳情の中には、ホールも造っ

てくださいというのがあります。 

  今回、報告資料４ページで、ぐるぐるで綾瀬三

社お囃子発表会がありますということがあります。

これ私たちのお囃子で企画をして、初めて綾瀬三

社のお囃子が集まって合同での発表会というのを

やったのですが、是非これから先、このこども家

庭支援センターで、そうした太鼓なんかも使って

発表会ができるような防音設備の整ったホールを

というのが、地域としては非常に求められている

のですが、その点の考え方は現在いかがですか。 

○資産管理課長 そのようなニーズをいただいてい

るのは我々の方も把握しております。 

  現在、ホールの方につきましては、ピアノの発

表とか、太鼓のお囃子とか、そういった発表がで

きるような防音設備というのは、今検討している

ところでございます。 

○へんみ圭二委員 是非お願いします。 

  高架下の柵を撤去するということで、この柵が

あって、いろいろウォーカブルなまちづくりとは

言えないのではないですかというのは、予算特別

委員会のときにお話をして、４月に鉄道事業者に

話をしていただいた結果、撤去をするということ

でよかったなとは思うのですが、これ撤去するだ

けではなくて、やっぱりここ全体にこの高架下、

非常に暗いですし、雨降ったりしたときなんかは

もう、何かじとっとして雰囲気があんまりよくな

いですから、撤去するだけではなくて、雰囲気改

善、もう少し明るいまちづくりをしていくという

ところで、区としてはどのように今お考えですか。 

○まちづくり課長 へんみ委員おっしゃるとおり、

雰囲気改善というところも大切だと思っておりま

す。 

  撤去した後のことということで、危惧されると

ころとしては違法駐輪ですとか、自転車の通行だ

とかいうところありますけれども、雰囲気改善し

ていくというところについては、具体的なちょっ

とイベント的なこともやりながら、どんな形で明

るくしていくのかということは、実験的に取り組

んでいきたいなというふうに考えてございます。 

○へんみ圭二委員 分かりました。 

  照明自体を明るくしたりですとか、いろいろ絵

を描いたりだとか、いろいろなやり方があると思

いますから、そこはやはり高架下のお店の皆さん

なんかともよく話をして、是非取り組んでいただ

きたいと思います。 

  それから、高架下の屋根についても、以前から

議会で取り上げて聞いていただいたところ、耐震

の問題などいろいろあるから難しいということで

した。 

  ただ、これ難しいというふうに鉄道事業者の方

から言われたというのは、具体的にこういうこと

をやると、ここに問題があるからということで、

お金の面もどれぐらい掛かるのかなど、詳細な部

分をちゃんと聞いてきたのか、それとも、ただ難

しいと言われただけなのか、どちらなのでしょう

か。 

○まちづくり課長 非常に何というのでしょう、ま

だ具体的にここをというところで伺っているとこ

ろではございませんけれども、やはり実際に建物

を増築のような形になってしまいますので、既存

の確認が必要になってくるというところについて

やはり危惧をしているというか、費用対効果の面

も含めて考えているという印象を受けました。 

  また、既存の部分を考えることもあるのですけ
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れども、また今度新しく造り直すですとか、そう

いうことも含めて検討もしていきたいなというよ

うな感じは受けたところでございます。 

○へんみ圭二委員 例えば、しっかりとした屋根を

付けなくても、それぞれの店舗から軒先に延ばし

て、屋根のようにするというのもできるのではな

いかなあなんていうことも店舗の皆さんと話をし

てると出てきましたし、それは鉄道事業者として

は恐らくやりたくないとは思います。 

  ただ、それは竹の塚の高架化も一緒で、区の方

でどうしてもこれを地域の皆さんの要望としてや

りたいのだということであれば、いろいろな工法

を考えて、そこで一緒に話し合っていくというこ

とが一つ重要なやり方ではないかなと思いますが、

その考え方はいかがなのですか。 

○まちづくり課長 先ほどの自転車の抑止策の件も

そうですけれども、引き続き、ＪＲ、それから東

京メトロとも具体的な改善策については検討をし

ていきたいということでお願いをしてますので、

また順次、具体化をしていきたいなということで

協議を進めていきたいと考えてございます。 

○へんみ圭二委員 できないと言われたから簡単に

諦めるのではなくて、いろいろなやり方があるの

ではないかという方法を模索しながら、是非話を

していっていただきたいと思います。 

  それともう一つ、綾瀬の西口で喫煙所の問題が

以前から出ていまして、パーティションでなって

いるので、そこから出てきてしまうというところ

で、いろいろ問題になってます。 

  ただ、スペースの問題で、喫煙所をしっかりと

したものを設置できないということが以前から話

であるのですが、以前もちょっとお話ししたこと

あるのですが、この喫煙所の前のこの道路、ここ

を地域の方々に聞いても、ほとんどここ車で通っ

たこと、皆さんないと言うのですよね。ここの道

路の必要性というものも、是非しっかりと調べて

いただいて、この道路をもし使わないで、もう少

し広く使えるのであれば、喫煙所もしっかりとし

たものは造れますし、この道路の活用状況などを

１回調べていただきたいなと思うのですが、その

あたりはいかがでしょうか。 

○道路整備課長 へんみ委員御発言の趣旨を一度確

認して、いろいろ検討してみたいと思います。 

○西の原ゆま委員長 ほかに質疑はありますか。 

○岡田将和委員 １年ぶりのエリアデザイン特別委

員会ということで確認なのですが、旧こども家庭

支援センターのワークショップの件です。 

  本と触れ合える場等及びホールについて、いろ

いろとワークショップを行うということなのです

が、具体的に本と触れ合える場は、どういう形で

御用意されるような話なのでしょうか。 

○資産管理課長 基本的には、こちらにも書いてあ

る本と触れ合える場等（憩いの場）とあるように、

いろいろな人たちが憩いの場ということなので居

場所づくりをイメージしてますので、そういった

居場所づくりの中に本があるという、そういった

イメージをしております。 

○岡田将和委員 それは屋外でしょうか、屋内でし

ょうか。 

○資産管理課長 屋内でございます。 

○岡田将和委員 先日、ＬＡＬＡテラス北綾瀬がオ

ープン、６月２４日されました。そして六町の駅

前の再開発が白紙撤回になったということで、今

回、旧小河川というのが、敷地的には７，３８０

平米ということではありますが、高架線上に電線、

高圧線通ってますけれども、建物の大きさはどの

程度、建築面積が建てられるという想定で今進ん

でいるのでしょうか。 

○資産管理課長 基本的には、民間の方の提案もあ

ると思うので、はっきり数字としてはありません
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けれども、今、我々担当の方でイメージしている

というレベルでは、民間の提案していただけるに

ぎわい施設棟、それと足立区側の公共施設棟です

ね、そちらの公共施設棟と２棟今できるのではな

いかというイメージはしています。 

  ただ、民間の提案によっては、ちょっとその辺

の内容が少し変わってくるかと思いますけれども、

規模的なものをイメージしている内容としては、

公共施設等については、保健センター、区民事務

所、それと子育てサロンが入る予定なので、そち

らについてはイメージとしては、４，０００平米

程度の施設ができるのではないかと考えておりま

す。 

○岡田将和委員 なぜそんなことを聞くかといいま

すと、ＬＡＬＡテラス６月２４日にオープンして、

５１店舗、全部で入りました。敷地が８，７００

平米２,６３０坪ということなのですけれども、

建物の面積は、３万１，８００平米、９，６００

坪の建物が建ちました。私も伺いましたが、やは

りいろいろな地域の方からお話聞くと、結構小さ

いねというようなお話が出ております。 

  環七を走るとアリオ亀有にも行けますし、アリ

オ西新井、もちろん環七で行けます。そんな中で

何となく、旧小河川の面積というのが７，３８０

平米と、北綾瀬のＬＡＬＡテラスよりも１，００

０平米ほど小さい中で、やはりどのぐらいの規模

感の建物が建つかというのをイメージしたときに、

きちんとこれを、ホールが欲しいですとか、いろ

いろな区民事務所が入るというような公共施設も

あるのですけれども、六町のように建築費が高騰

して民間事業者が手が挙がらないということにな

らないように、きちんとデザインすべきだと思う

のですけれども、その点についていかがですか。 

○資産管理課長 まず公共施設、必要な部分につい

ては各今所管課に確認しているところです。 

  その上で、民間事業者、他者ですね、複数者に

ヒアリングをして、区としてはこういった公共施

設のボリューム感が欲しい、そのほか民間の方で

にぎわい施設を提案してほしいという、そういっ

た今ヒアリングをしているところでございます。 

  民間事業者の方としては、基本的にはできない

という、そういうお話はありませんので、基本的

には、手を引くとかそういうことはないという今

認識でございます。 

○岡田将和委員 その中で、わくわくにこにこ図書

の森を移設するという陳情の内容に、ちょっと深

く入っていきたいと思うのですけれども、私もエ

リアデザインをお休みしている間、いろいろな町

を視察行ってきました。 

  そんな中で、面白いなと思ったのは二子玉川の

ライズという商業施設の中に、蔦屋家電というＴ

ＳＵＴＡＹＡと、それから例えばＴＳＵＴＡＹＡ

の本が並んでいる、睡眠のカテゴリーであったら

ベッドが置いてあるですとか、睡眠の質が高めら

れるようなアロマディフューザーが置いてあるで

すとか、本と家電と、それからスターバックスの

コーヒーが飲める場所、座れる場所、それから今

ＴＳＵＴＡＹＡもシェアラウンジ始まってきてお

ります。そういうものが複合的になったライズの

中のそういうテナントなんかも、非常に本と親し

める面白いテナントだなというふうに思ってるの

ですけれども、そういうようなイメージが入って

くるということでよろしいのでしょうか。 

○資産管理課長 すみません、岡田委員が今お話し

いただいた事例を、私が把握していなくて申し訳

ないのですけれども、以前、本会議答弁の中で、

どういう本と触れ合える場をイメージしているの

かという答弁があった中で、基本的には隣の金町

の駅の前にあるカナマチぷらっとみたいな、そん

なイメージをしているというような答弁をさせて
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いただいてます。 

  ただ、あそこにはそれほど本はありませんので、

基本的にはそこにもう少しプラスアルファかなと

思っていますけれども、今回のワークショップで、

皆さん、地元の方の意見を聞きながら、どういっ

た施設構成とか、規模感とか、そういったものを

いろいろ御意見賜りながら、そこら辺を詰めてい

きたいと考えているところでございます 

○岡田将和委員 綾瀬の駅前の最後の貴重な７，０

００平米ですので、区民の皆様、そして１０年後、

２０年後も足立区が選ばれる、綾瀬が選ばれるよ

うなものが入ることを願っておりますので、引き

続きよろしくお願いします。 

○西の原ゆま委員長 ほかに質疑はありますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○西の原ゆま委員長 質疑なしと認めます。 

  各会派の意見をお願いします。 

○かねだ正委員 今日も様々な議論出ましたけれど

も、課題も次に向かって、陳情者の方にもちょっ

と御確認いただくという内容もありますので、継

続ということでお願いします。 

○長井まさのり委員 今後、ワークショップも実施

するということでございますので、多様なニーズ、

声をしっかり把握していただいて、今後に生かし

ていただきたいと思います。 

  継続でお願いします。 

○小林ともよ委員 これからワークショップも開催

されるということで、旧こども家庭支援センター

がどのようになっていくのか、見守っていきたい

と思いますので、継続でお願いします。 

○へんみ圭二委員 まだまだ議論すべきことが多い

と思いますので、継続でお願いします。 

○川村みこと委員 他の会派の皆さんもおっしゃっ

ておりますとおり、ワークショップへの意見など

も聞いていく必要があると思います。 

  継続でお願いします。 

○西の原ゆま委員長 これより採決いたします。 

  本件は、継続審査とすることに御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○西の原ゆま委員長 御異議ないと認め、継続審査

と決定いたしました。 

  以下の審査に直接担当でない執行機関の退席を

認めます。 

［執行機関一部退席］ 

 

           ◇            

 

○西の原ゆま委員長 次に、エリアデザインの推進

等に関する調査研究についてを議題といたします。 

  報告事項に移ります。 

  陳情の審査で、報告がございました２を除く１

及び３、９まで、以上８件を、都市建設部長から

報告を願います。 

○都市建設部長 引き続き、よろしくお願いいたし

ます。 

  報告資料の初めに２ページでございます。 

  エリアデザインについてということでございま

すが、委員の皆様も御承知の件かと思いますので

こちらの説明は割愛させていただきます。 

  続きまして、１３ページでございます。 

  綾瀬・北綾瀬エリアデザイン北綾瀬ゾーンの取

組状況でございます。 

  先ほど陳情の質疑でもありましたが、６月２４

日の日にＬＡＬＡテラス北綾瀬が開業いたしまし

た。その後の状況について、自動車バス周辺環境

の交通の課題であったり、自転車、歩行者等の対

応について現状についてまとめさせていただいて

おります。 

  なお、私も昨日、環七を夕方ですが通りました



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ９  

 

けれども、特に大きな渋滞が発生している状況下

にはなかったと認識してございます。 

  続いて１４ページでございます。 

  続きまして、商業施設開業に伴う周辺の交通対

策でございますが、別紙の２の１８ページに載せ

ておりますけれども、周辺の道路等に逆走防止の

案内看板等を設置させていただくことと、交通誘

導員や整理員の配置をさせていただいているとこ

ろでございます。 

  続いて１５ページですが、３番、子育てサロン

北綾瀬のオープンでございます。 

  こちらも２４日のオープンに合わせまして、Ｌ

ＡＬＡテラス北綾瀬内の４階に設置させていただ

きました。 

  あわせて４番でございます。北綾瀬プチテラス

につきましては、６月１６日にプチテラス開放さ

せていただいたところでございます。 

  以下参考資料としまして、１６ページ以降、資

料を付けさせていただいております。 

  引き続き、２１ページでございます。 

  次に、花畑エリアデザインの取組状況でござい

ます。 

  現在、毛長川公園の改修工事を行っております。

その進捗状況を述べさせていただいておりますが、

その３工区につきましては、令和７年の整備完了

を予定してございます。 

  引き続き、その４工区につきましては、令和９

年度整備を予定してございます。 

  引き続き、２３ページです。 

  六町エリアデザインの取組状況でございます。 

  まず、１番の六町駅前区有地でございますが、

こちらも委員の皆様御承知かと思いますが、東神

開発ついては、事業の見通しが立たないことから

撤退したい旨の申出がございました。 

  それに合わせまして、８月１日及び２日に、近

隣住民の説明会を開催させていただく予定でござ

います。 

  なお、今後の方針、課題にございますが、改め

て現在の市況状況等も考えながら、事業者ヒアリ

ングを調査して活用のタイミングを見計らってい

く予定でございます。 

  なお、２４ページにつきましては活用事業者と

の協議経過についてまとめさせていただきました。 

  引き続き、２５ページでございます。 

  区営六町駅前自転車駐車場の今後の運用でござ

いますが、今申し上げました事業者が撤退するこ

とに伴いまして、引き続き現状の駐輪場を運営し

ていく予定でございます。 

  ２６ページでございます。 

  六町地区の区画整理地内の公園の予定地につい

て、改めて整理させていただきました。 

  図に書いてありますとおり、既に開園済みのと

ころ、これから整備するところ、特に２号公園に

つきましては今後、令和７年度に都から引継ぎで

整備を予定してるところでございます。 

  引き続きでございます。２９ページです。 

  江北エリアデザインの取組状況でございます。 

  まず１番、江北エリアデザインのまちづくりに

つきましては、まちづくり連絡会を６月９日に開

催させていただきました。 

  主な質疑等については記載のとおりでございま

す。 

  続いて３０ページ、高野小学校跡地のスポーツ

施設でございますが、こちらにつきましては令和

８年春の開設に向けて工事を進めていることでご

ざいます。 

  なお、こちらについては愛称名の募集を行いま

して、応募総数２８０件でございます。選考スケ

ジュールや今後のスケジュールについては記載の

とおりでございます。 
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  引き続き、上沼田東公園東側創出用地でござい

ますが、こちらにつきましても１回応募者が辞退

されましたが、３１ページにあるようなスケジュ

ールで再度公募を掛けていきたいと考えておりま

す。 

  続いて３２ページ、西新井・梅島エリアデザイ

ンの取組状況でございます。 

  なお、こちらにつきましては、西新井まちづく

り協議会を５月１４日に開催させていただきまし

た。こちらも主な質疑等は記載のとおりでござい

ます。 

  また、３３ページでございますが、オープン型

説明会を６月１５日及び１６日に開催させていた

だいたところでございます。 

  続いて３４ページでございます。 

  こちらの地区につきましては、西新井公園、ま

た、補助２５５号線の整備を予定しておりますが、

今後、用途地域の変更、都市計画★★の変更、あ

わせて変更に伴いまして３５ページの下段にあり

ますとおり、都市計画の説明会を８月２２日、２

３日に予定してございます。 

  引き続き３６ページになりますが、こちらにつ

きまして、まちづくりニュースの配布状況の範囲

等について記載させていただいて、スケジュール

については記載のとおりでございます。 

  併せて３６ページの下段、西新井駅西口のまち

づくりについてでございます。 

  現在、市街地再開発準備組合からの報告があり

まして、６月２９日に通常総会を行ったというと

ころでございます。これにつきましても状況が分

かり次第、引き続き当委員会で報告差し上げたい

と思います。 

  あわせて東武鉄道の状況でございますが、将来

計画について継続して様々な検討を行っていると

いうことで、引き続き、こちらについても情報が

分かり次第報告したいと思っております。 

  ３７ページですが、平野運動場の公園基本構想

素案について、こちらアンケートを実施し、今後

の基本構想の作成に役立てていきたいと考えてお

ります。 

  あわせて５番でございます。 

  梅田８丁目複合施設に係る区民のワークショッ

プの実施でございます。 

  こちらについて３８ページに概略、目的等を記

載させていただいております。 

  引き続き、４２ページでございます。 

  竹の塚エリアデザインの取組状況でございます。 

  初めに、駅周辺のまちづくりについてですが、

こちら、ＵＲ、東武鉄道、足立区でまちづくりに

関する基本協定を締結して、現在、引き続きまち

づくりを行っておりますが、竹の塚第五公園のま

ちづくり活用に関する覚書の締結を６月２３日に

させていただきました。 

  以下記載のとおりでございます。 

  続いて、４４ページでございます。項番の３で

ございます。 

  第２回の足立区竹ノ塚駅周辺まちづくり有識者

会議の開催結果でございます。 

  この中で、開催日時等は記載のとおりなのです

が、主な意見の中で、やはりウォーカブルなまち

については駐輪場のことであったり、駅の周辺に

は図書館等の設置がいいのではないかといった

様々な意見をいただいているところでございます。 

  項番の４につきましては、今後、予定しており

ます交通広場の整備に関する負担協定を締結させ

ていただきました。 

  続いて、４５ページに竹の塚まちづくり連絡会

を５月★★に開催させていただいたこと、６番と

して竹の塚エリアの水遊びの施設★★について、

今後、周辺に意見を聞きながら整備計画をまとめ
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ていきたいと思っております。 

  あわせて４６ページの７番でございます。 

  コミュニティー創出に向けた竹の塚エリアの取

組でございますが、こちらにつきまして竹ノ塚駅

の高架下にトレーラーハウスを設置し、地域の方

との交流拠点となるような整備を進めていきたい

と考えております。 

  引き続きでございます。報告の最後になります

が、千住エリアのまちづくり取組状況でございま

す。 

  ５０ページでございます。 

  まず、千住大川端地区のまちづくりでございま

すが、こちらは、現在地権者３件と区によって開

発推進連絡会を設置して協議調整を重ねておりま

す。 

  また、あわせまして５１ページになりますが、

こちらの当地区については都市計画の変更を行わ

せていただいたこと、また道路整備に関する協定

を結ばせていただいたことを記載させていただい

ております。 

  ５２ページでございます。 

  京成関屋・牛田駅周辺地区のまちづくりでござ

いますが、こちらにつきましては、さきに請願が

採択された関係を踏まえまして、引き続き、まち

づくりの必要性についての調査研究を進めてまい

ります。 

  次に３番です。 

  千住大橋駅の周辺のまちづくりでございますが、

現在、千住駅前用地の活用について、今後、事業

説明会等開催し、令和８年度に一般定期借地契約

の締結を予定しております。 

  最後でございますが、北千住駅東口再開発北街

区でございます。 

  こちらについては、再開発事業に向けて、現在

まちづくりの可能性を検討している状況でござい

ます。 

  長くなりましたが、私からの報告は以上でござ

います。よろしくお願いいたします。 

○西の原ゆま委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はありませんか。 

○かねだ正委員 私からは、まず江北地区について、

江北のエリアデザインについて教えていただきた

いのですけれども。 

  高野小学校のスポーツ施設について、今、愛称

名を募集しているということなのですが、５月に

２８０件の方々が公募していただいて、非常に多

く応募があったということはよかったなと思うの

ですが、今後のスケジュールなのですけれども、

７月に１次選考、庁内、２次選考、地域の方々に

よる選考、９月で最終選考で１０月に決定すると

いうことなのですが、どのぐらいの形で絞ってい

くというイメージですか。今２８０件あるので。 

○エリアデザイン計画担当課長 愛称名のスケジュ

ールですが、１次選考庁内選考で５点程度まで絞

る予定となっております。その後、２次選考、地

域選考で３点ほど絞った結果、最終選考で１点絞

っていく予定となっております。 

○かねだ正委員 これ２８０件のうちの、ごめんね、

今の話だと、１次選考で５件になってしまうわけ

ですよ。ということは、ほとんど区の庁内で決め

るということで、地域の方々の選択肢というのが、

五つの中から三つだけ選んでくださいという、非

常に選択肢が狭くなってしまうのだけれども、そ

れについてはどういうふうに考えてますか。 

○エリアデザイン計画担当課長 愛称の内容見させ

ていただいた中で、まず庁内選考については、庁

内、部内の職員を通じて広く意見を伺って、５点

に絞っていきたいと考えております。 

○かねだ正委員 そういうことではなくて、２８０

点あるうちの、例えば区の方で二、三十点に絞り
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ます。で、地域の方々に、その二、三十点の中か

ら、例えばですけれども５点ぐらいに決めてもら

います。その５点の中から区民投票で決めていた

だきますという流れだったら何となく分かります。

物すごく、１次選考で、これ２８０点から５点に

決めてしまうのだったら、ほとんど区で、庁内で

決めてしまっているというふうに言われても仕方

がないような選考のスケジュール、内容になって

しまったのですが、それについてはいかがですか。 

○勝田副区長 かねだ委員おっしゃるとおりだと思

います。これスポーツ推進課も関わってることな

ので、庁内で調整して、もう少し広く地域から意

見がお伺いできるような形に変更していきたいと

思います。 

○かねだ正委員 当然そういうふうにしてください。

そうでないと、地域の方々集まって２次選考して

いただくのに、申し訳ないけれども、申し訳ない。

そういうふうに考え直してというか、これからの

ことですから、十分、対応可能だと思うので。 

  最後に、これ決定されるのは、区民の方々の区

民投票ということになるのだと思います。ここに

選択肢が幾つかということは、これから検討して

いただくことになると思うのですけれども。それ

はよりよい区民の方々、例えば、どうしても絞り

切れないときは、やっぱり数が多くても構わない

と思うのですよ。最終的に区民の方々がお決めに

なるということであれば、絞り切れないときはね。

それを初めからもう３点に絞るということよりも、

いいものがあれば５点で、５点の中から区民の方

に選んでいただくということでも全然問題ないこ

とだと思いますので、その辺も併せて協議、検討

してもらいたいということを要望しておくのと、

これ区民投票ということになると、区民の方々に

少しでも多く投票してもらいたいということにな

ると、恐らく、これ紙ベースではなくて、ホーム

ページ等々で公表してということになるのでしょ

うけれども、それをまず皆さんにこういうのがあ

るよということを知っていただくということも、

やはり大事なのです。区民投票というぐらいだか

ら、これ１０人の方に決めていただくということ

だと、物すごく意義が薄れてしまうので、それに

ついてはどういうふうな形を考えてますか。 

○エリアデザイン計画担当課長 区民の方への周知

につきましては、江北地区まちづくり連絡会を通

じた周知と、あと区ホームページ、広報、ＳＮＳ

等を使って周知の方を図ってまいります。 

○かねだ正委員 是非一人でも多くの方が、例えば

お子さんたちなんかにも投票してもらいたいなと

いうふうに思うのです。小さなお子さんたち、小

学校、中学校のお子さんたちとかね。学校なんか

使って、やっぱり周知したりだとか、そういうこ

とも、これ大人だけでなくてもいいと思うのです

よ、愛称決めるのは。逆にお子さんたちの方がよ

りよい感性持ってるという場合だってありますの

で、そういうところも利用して、やっぱり一人で

も多くの方、投票してもらいたいなと思うのです

けれども、それについてはいかがですか。 

○勝田副区長 ★★といろいろと子どもたちの意見

をお伺いする★★ありますので、教育委員会と協

議をしまして、周辺の小・中学校から意見をもら

えるような形ができるのか、それをちょっと含め

て、検討したいと思います。 

○かねだ正委員 是非お願いします。 

  よりよいものに、よりよい形で選んでもらえれ

ばと思います。よりよい愛称名をね。 

  創出用地についてなのですけれども、これ前回

応募者が辞退されてしまって、ここに書いてある

とおり公募期間を長くする、公募条件を見直した

上で新たに公募を開始したということなのですけ

れども、どうなのでしょう。なかなかここに書い
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てあるとおり、活用条件の中のスポーツや健康の

分野で上沼田東公園や高野小学校跡地スポーツ施

設、健康スポーツだよね。そういったところと連

携できるようなものというと、非常に幅が狭まっ

てくるのですよ。それで、またこれ応募される方

がきちんと出てきて、ちゃんと競争的なものにも

きちんとなっていくような形になっていくのかど

うか、その辺の発注者として見通しについて教え

てください 

○資産管理課長 かねだ委員おっしゃるとおり、前

回、辞退してしまったというところがありました

ので、その後、事業者にいろいろ課題等を確認さ

せていただきました。 

  こちらの御報告のとおり、ちょっと期間が短か

ったというところでしたので、事業者に、まずそ

ういったテーマで、しっかり公募に参加できるか

どうか、ヒアリングを何者かさせていただきまし

た。その上で複数者、可能性があるというところ

が得られましたので、今回、公募に至ったという

経緯でございます。 

○かねだ正委員 では、事前にある程度のリサーチ

を行って、参加してくださるとこが出てくると。

ただ、そこだけでは駄目なのですよ。ほかにもた

くさん参加してもらって、競争していただいて、

ある意味いいコンペになってやっていくような形

にならないと駄目ですから、その辺についての見

通しはどうですか。 

○資産管理課長 かねだ委員おっしゃるとおり、競

争にならないと意味がないと思ってますので、そ

ういった意味では複数者というところを確認して、

今回公募に踏み切ったという状況でございます。 

○かねだ正委員 気が付いたら１者だけだったとい

うことにならないような形で、きちんと、やはり

よりよいものが提案していくためには、金額面も

そうですけれども、競争していくということがや

っぱり大事だと思うので、競争意識は大事だと思

うので、発注者としては、その部分は非常に気に

掛けて臨んでもらいたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

  それと、西新井・梅島エリアデザインについて

なのですが、私エリア委員会引き続きなので、前

回の委員会で都市建設部長が、西新井西口につい

ては、東武鉄道がようやく計画を進めて、いろい

ろ法令条例等について区に相談があるということ

だったので、進展があるかなとちょっと思って期

待していたら、情報把握に努めますということの

報告だったのですけれども、ちょっとその点につ

いてもう一回詳しく教えてもらえますか。 

○都市建設部長 私どもも、この西口のまちづくり

の状況については、非常に東武鉄道の動きは注視

しております。 

  さきの本会議の答弁でも、私、質問で御答弁さ

せていただいたのですが、なかなか外に出せる情

報と出せない情報がまだ混在してるのと、また不

確定要素なものがあります。 

  せんだっても、実は東武鉄道とは本当に定期的

に意見交換、意見収集をしております。その中で、

やはり、はっきりしているのは、西新井について

は、会社としてもきっちりやっていきたいという

言葉はいただいてます。なぜかというと、東武鉄

道は、長くなって申し訳ないけれども、現在プロ

ジェクトとして、業平付近であったり、あと池袋

で大型のプロジェクトを実は抱えてるのですが、

西新井の方、置いていかれるのではないかという

危惧がありましたので、★★聞きましたら、西新

井については時間は掛かるかもしれないけれども、

社としてはきちんとやっていきたいという言葉を

いただいてます。 

  その中で、やはり敷地の形状、また接道条件と

様々考えてるところがあって、社内でどのような
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形で物事を進めていくのが最適かということを今

真剣に考えているそうです。そういう意味では多

分、まだ具体には申し上げられないですが、近い

将来にはきちんとこういう形でやっていくという

ことを、当委員会でお話しできる状況になるので

はないかと私は思ってございます。 

○かねだ正委員 今回の本会議質問でも、公明党の

議員の方、さの議員ですけれども、議員の方から

も西口について、特に私すごく提案してるペデス

トリアンデッキの話も出てましたけれども、基本

的には駅ビル開発、駅の開発が進まない限り、目

の前の交通広場の開発、それで先に控えている南

街区の開発も、全部連携してくることになります

ので、東武がある程度、方向性を示してくれない

と、そこは全部止まったままになってしまうので

すね。先に進まない。なので、その辺のことにつ

いても、きちんと区の方から東武鉄道の方に、こ

ういう状況だということを伝えてほしいのと同時

に、区がしっかりと区の意見も、区の意見という

のは、地域住民の皆さんの意見でもありますので、

それにきちんと受け取っていただけるような体制

づくりというのも進めてもらう、カウンターパー

トナーしっかりと決めて、やっていっていただき

たいと思うのですけれども、それについてはいか

がですか。 

○都市建設部長 私からも議会の御質問でお答えし

てますが、やはり足立区としては土地所有者とし

ての足立区と、都市計画まちづくりを進めていく

足立区という２面があると思います。 

  今、かねだ委員御指摘のとおり、実は東武鉄道

の計画が具体に進みませんと、実は交通広場の計

画もきちんとできないというこういう仕組みにな

ってますし、今御指摘のとおり南街区の再開発と

連携といいますか、状況をきちんと把握していか

ないと先に進まないということは私どもも認識し

てますし、実はこの点についても東武鉄道には申

し入れてます。その上で、東武鉄道の社内でも、

先ほどの答弁と繰り返しになるのですが、どのよ

うな形で西口を進めていくことが一番会社として

もいいのかということを真剣に考えているという

ことを言葉いただいておりますので、改めてこの

状況が分かり次第、当委員会で御報告差し上げた

いと思っております。 

○かねだ正委員 西新井の西口に来て、選挙等もあ

ったものですから、来てくれた議員なんかも、こ

ういう状況になってしまってるのだというふうに

思うのですよ、やっぱり今の状況は。それはもう

地域住民の方々、駅を利用してる方々みんな思っ

てることで、この状況がいつまで続くのかなとい

うのを非常に不安に思ってます。できれば、なる

べく概略な計画でも構わないので、東武鉄道の方

からこういう形にしていきたいという方向を示し

てもらって、なるべく周知したいのです。そして

安心感を持ってもらうということが大事だと思い

ますので、大変だと思いますけれども、その辺は

是非これからも応援しますので、バックアップし

たいと思いますので、是非頑張ってもらえれば、

要望しときます。 

○長井まさのり委員 私の方から北綾瀬エリア商業

施設開設に伴う交通対策について、ちょっと端的

に若干質問させていただきます。 

  案内看板を５か所、設置しています。大分落ち

着いてきたのかなという状況もあるかと思います

けれども、現在のこの住宅街への車両の誤進入で

あったりとか、一方通行の逆走、また土日など環

七の渋滞の状況などについては、確認ですが、い

かがでしょうか。 

○道路整備課長 現在の交通の状況ですけれども、

長井委員の御発言でもございました区による案内

看板の設置ですとか、あと商業施設事業者による
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交通誘導員が機能しておりまして、基本的には環

七の渋滞ですとか、住宅街への誤進入といった一

番区が守りたかったといいますか、達成したかっ

たところはしっかり守れてるかなというような状

況です。 

  ただ、商業施設の東側の道路ですとか、駅前の

横断歩道では、まだ若干課題は残ってるなあとい

う状況は見受けられますが、先ほど都市建設部長

の方も昨日見に行った状況という話ありましたが、

私も昨日見に行ったのですけれども、最近は、土

日も含めて少し落ち着いてきてるかなというのが

現状でございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  ６月２４日に開業して、区内外の方が大変多く

いらっしゃってるなという状況を受けますけれど

も、開業後、この２週間の配置となっていた交通

の誘導員、そしてこの整理員の２２名の配置は今

後どうなるのか。また、警察とか商業施設とも協

議の上でございますけれども、今後の配置につい

ては、この安全を第一に区としてしっかり要望し

ていただきたいと思いますけれども、いかがでし

ょうか。 

○道路整備課長 まず、今後の誘導員の配置の予定

ですけれども、昨日からは主要な６ポイントに絞

って６名体制で、あと２週間ほどは誘導していく

というふうに伺っております。 

  次に、安全第一に区としても要望していってほ

しいという点は、もう長井委員のおっしゃるとお

りだと思います。２週間後、交通上のまだ懸念が

残っているような状況が確認できれば、警察とも

連携して、商業施設事業者の方には引き続き、誘

導員の配置を継続していただく等の要望をしてい

きたいというふうに考えております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  また、駅前の横断歩道の交通誘導員であります

けれども、現在は三井不動産で配置をしているか

と思います。これ開業から４週間という期限があ

るかと思います。そうした後、この７月２１日で

三井が現状だと、この誘導員を外す予定であるか

と思いますけれども、その際、もし現場で危惧さ

れる状況がもしあるのであれば、区としても安全

をしっかり確保する必要があるかと思います。そ

うしたときには、区独自でしっかりこの配置を検

討してみてはどうかなと思いますけれども、それ

についてはいかがでしょうか。 

○道路整備課長 区独自という点については、まず

は７月２１日の交通状況の懸念が残るのか残らな

いのか、その辺をしっかりジャッジして、もし残

っていれば、まずはやはり商業施設事業者の方に

お願いをしていくというスタンスで考えておりま

して、商業施設事業者の方も、これまでの協議の

中では、警察からそういった指導があれば、しっ

かり対応していくというなことはいただいており

ますので、大丈夫なのかなというふうには考えて

おります。 

  ただ万が一、そういった協議も整わず、交通上

の課題が残ってしまうみたいな状況が確認ができ

れば、区としても庁内で何ができるかというのは

検討していきたいというふうに考えております。 

○長井まさのり委員 またしっかり警察とも協議を

しながら、安全を第一に進めていっていただきた

いと思いますけれども、また亀有など、この東方

面から商業施設への案内が分かりづらいという声

があると思います。 

  私も実際通ってみても、どこで曲がればいいの

だろうという、初めて来る人は戸惑う場面もある

のかなと思います。民有地を活用した案内看板を

設置すると聞きますけれども、いつまでに何か所

設置するのか。 

  又、例えば、この土日など、この川の手通りで、
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Ｕターンの車が増えてくるケースもあるのかな。

看板も設置してありますけれども、この歩行者の

安全対策と、これが重要と思いますけれども、そ

の対策についてはいかがでしょうか。 

○道路整備課長 まず、民有地を活用した案内看板

につきましては、報告書２０ページもある４か所

で時期は確認しましたところ、本日夜までには設

置が完了するというふうに伺っております。 

  次に、川の手通りのＵターンの安全対策ですが、

先ほど長井委員の御発言でもありました既に看板

を設置して、車の安全対策というのは一定程度し

てるかなという認識ですけれども、歩行者の安全

対策という発言もございました。その点につきま

しては、今年度から来年度に掛けまして、デイリ

ーヤマザキのところの交差点の横断歩道が少し長

い状況がございますので、こちらを真ん中に交通

島を設けて横断歩道を少し短くして、安全性を改

善していくというような取組を行っていく予定が

ございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  警察ともしっかり協議をしていただいて、歩行

者、地域の方々も大変開業を喜んでおられますけ

れども、土日の渋滞などで、大変困ってる方の声

も若干聞いておりますので、しっかり安全対策も

よろしくお願いいたします。 

  また交通広場から、環七を左折して亀有方面に

向かう車が、当初の見込みよりも多いのかなと思

います。この左折のときに、横断中の歩行者の

方々がいると、歩行者と、それから車が交錯する

ため左折ができない状況があると思います。この

駅前の横断歩道の今後の対策について、信号のサ

イクルを調整するなど、今後の対策についてはど

うなのか伺います。 

○道路整備課長 駅前の横断歩道につきましては、

直近では少し落ち着いてきたところあるのですけ

れども、長井委員御発言のとおり、開業当初は、

やはり予想してた２倍ぐらい交通量が車の左折が

あったのかなというふうに考えております。そち

らの対策なのですけれども、報告書にもあるのす

が、安全、交通が安定してきた際に、警察と協議

の上、適切な信号サイクルの時間への見直し、こ

れを検討していきたいというふうに考えておりま

す。 

○長井まさのり委員 分かりました。しっかり現場

を確認して、検討していただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

  また、８月の２日からバス路線が増便をされる

かと思います。北綾瀬駅のＬＡＬＡテラスの交通

広場に入ってくるかと思いますけれども、六町駅

と北綾瀬駅を結ぶバス路線も要望してきましたが、

その進捗についてはいかがでしょうか。また、地

域への周知についても併せて伺います。 

○交通対策担当部長 以前より長井委員から御要望

いただいておりました。８月２日からということ

で、今東武バスの方で準備を進めておりまして、

まだバス停等への掲示ができてない状況であるの

で、速やかに行ってくれということでまた申入れ

をしたところでもございます。 

  便なのですけれども、今竹の塚から六町まで来

ているのが全体で４０便ほどございます。その中

の北綾瀬へ向かうのは、昼間の時間帯大体１０時

から１６時までの時間で、北綾瀬に入るような便

ということで今予定されているというところでご

ざいます。 

  正式には、そこの便数も含めて東武バスの方か

ら近々に発表されるということでございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。よろしくお願

いいたします。 

  また、子育てサロンについては、会派としても

要望してきたところでございますけれども、オー
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プン時、また土日、平日の状況はいかがでしょう

か。ファミリーでの利用が大変多いと聞いていま

すけれども、現状について伺います。 

○地域調整課長 住区推進課長を兼務しております

ので、お答えさせていただきます。 

  まずオープンした日につきましては、１５０組

３６０名ほどの御利用がありまして、すごく混雑

をしていたという状況になっています。土日につ

きましては、現在でも混んでいる状況ではあるの

ですけれども、平日につきましては常時１０組か

ら１５組ほど、１日の利用も１５０名から２００

名の間ぐらいになってきておりまして、徐々に想

定していた範囲には収まってきているような感じ

ではあります。 

  それと利用者ですけれども、長井委員のおっし

ゃるとおりファミリーの利用がかなり多いという

印象を持っております。父親とお子さんが子育て

サロンの方に残って、母親の方が買物に行かれて

御利用されたりですとか、おじいちゃん、おばあ

ちゃんと一緒に御利用されているようなケースも

見られます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  定員４２名程度ですね、この利用者向けのスペ

ースも、約７０平米と限られております。大変需

要も多いかと思いますので、そうした面での対策

も、今後、限られた面積でありますけれども、ま

た空いているスペースはないかどうかを確認しな

がら、検討を進めていっていただきたいなと思い

ます。また、空いている時間帯なども、ＳＮＳ等

でしっかり発信をして周知していただきたいと思

いますけれども、いかがでしょうか。 

○地域調整課長 利用状況につきましては、もう少

し様子をきちんと注視していきたいというふうに

考えております。 

  現在もＸの方で混雑状況については周知してい

るところではありますが、その中で、例えば比較

的御利用しやすい時間帯ですとか、あとは近隣、

また車で行けるような子育てサロンについても、

御案内していきたいというふうに考えております。 

○長井まさのり委員 分かりました。是非よろしく

お願いいたします。 

  また、商業施設内に期日前投票所の設置も会派

として要望してきました。へんみ委員の方からも

提案がございましたけれども、スペースに限りが

あるという、そうした回答があったということを

聞いておりますけれども、そうしたことだけで簡

単に諦めることがないように、今後もしっかり投

票率向上に向けての事業者としっかり検討を重ね

ていきながら、進めていっていただきたいなと思

いますけれども、その点についてはいかがでしょ

うか。 

○エリアデザイン計画担当課長 期日前投票所の件

につきましては、以前から三井不動産の方に要望

しております。 

  引き続き、商業施設がオープンした後も状況を

見て、依頼の方掛けて、できる、できない、お願

いしていければと考えております。 

○長井まさのり委員 是非、またこれで諦めること

なく、しっかり要望し検討を重ねていただきたい

と思います。 

  あともう１点は、六町エリアデザインでござい

ます。 

  足立区の人口も、この４月で７０万人を超えた

ということで、増加率の非常に高い地域というの

が、六町１丁目であったり、２丁目であったり、

また４丁目西加平地域であるかと思います。この

商業施設が開設するという、そうした情報を聞い

てこの地域に引っ越しをされてきた、転居されて

きた方も地域にはいらっしゃいます。この事業撤

退という声を聞いて、報告を聞いて大変残念に思
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っている地域の方々もたくさんいらっしゃいます

けれども、この点について、区の認識については

いかがでしょうか。 

○資産管理課長 長井委員おっしゃるとおり、六町

のまちづくりに期待して引っ越してきてくれた方

には大変申し訳ないなと思っております。 

  区としても六町駅前区有地の計画、このように

なったことは大変残念に感じておるところでござ

いますけれども、引き続き、駅前区有地の起爆剤

となるよう、民間開発を誘導できるように事業を

進めたいと考えております。 

○長井まさのり委員 副区長、いかがですか。 

○工藤副区長 私も、実は六町にあの施設ができる

ので、友人にこれから六町はすごいよくなるから

どうということをお勧めしたことがありました。

やはり中途半端なものを造るのではなくて、これ

からサウンディングを行ってしっかりとしたもの

を是非造っていきたいなと思ってます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  この事業中止に係る合意書の締結に向けて、活

用事業者と調整していくとあります。今、弁護士

にも相談していると聞いています。この昨今の工

事費高騰による影響により、事業撤退ということ

でございますけれども、今、この弁護士との相談

していく中では、どうした内容が含まれているの

でしょうか。 

○資産管理課長 今、長井委員おっしゃるとおり事

業者の方と基本協定を結んでますので、そちらの

基本協定解除に向けて、どういった対応をしたら

いいかというところを相談させていただいている

ところでございます。損害賠償とかそういったと

ころまでは話は行かないとは考えてますけれども、

いずれにしても、どういうその清算の仕方とか、

そういったところもあると思いますので、その辺

も含めて弁護士相談をしているところでございま

す。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  これから説明会を開催するということでありま

す。今後の進め方について、区の方からは、どの

ような説明をされていくのか伺います。 

○資産管理課長 先ほどの答弁とかぶってしまうと

ころもありますけれども、基本的には、六町エリ

アデザイン計画の中では、駅前区有地に起爆剤と

なるような、民間開発を誘導というものがござい

ますので、今後もそのような計画になるよう事業

を進めていくというところ。 

  それと、今後の進め方につきましては、先ほど

副区長からもあったとおり、東神開発から御提案

いただいたような複合商業施設の誘致、あのぐら

いの規模のものができるようなものを誘致したい

と考えておりますので、改めて事業者の方にヒア

リングを実施して、事業者にとって実現可能な可

能性を条件、改めて検討の上、市況を見極めなが

ら対応していきたいと、そのような答弁したいと

考えております。 

○資産活用部長 補足させていただきます。 

  説明会では、なぜこのようなことがなってしま

ったのかというところも、事業者の説明を含めて、

区民の皆様には分かりやすく説明をさせていただ

きたいと思っております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  ここに事業者から相談があって、事業要件の緩

和の記載があります。借地期間も３２年間から相

談内容で５０年間に延長とか、様々区の方針で認

めていく内容も書かれていますけれども、この度

のことを受けて、公募条件については今後どうし

ていく考えなのか。 

  また、条件については事業者が手を挙げやすい

ように新たにしっかり検討していっていただきた

いと思いますけれども、いかがでしょうか。 
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○資産管理課長 今、長井委員お話あったとおり、

借地期間、こういったところも今回事業者の方か

ら延長してほしいとか、そういったいろいろ要望

がございました。この要望につきましては、他の

事業者も多分同様の要望がきっと出てくると思っ

てますので、まずはいろいろな事業者に事業が進

められるような条件、そういったものを様々な要

件、要望がございますけれども、いろいろ聞きな

がら、公募ができるように進めていきたいと考え

ております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  また隣接している六町公園であったりとか、交

通広場も含めた一体的なそうした提案もよいかと

思いますけれども、いかがでしょうか。 

○資産管理課長 長井委員おっしゃるとおり駅前区

有地だけではなく、隣接する六町公園とか、あと

駅前広場も含めた一体的な提案というのも当然考

えられると思います。そこら辺も含めて、事業者

ヒアリングを実施して、多様な条件を伺って、六

町地域がよりよくなるよう公募を検討していきた

いと考えております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  地域も本当に楽しみにしていたこうした六町エ

リアの事業でございます。大変残念でありますけ

れども、事業者側の方から地下の連絡通路も造っ

てもらうと、もう本当に地域としても夢が広がっ

ていくような提案もあって、撤退としたというこ

とは大変残念でショックでございますけれども、

今後、事業者へのヒアリングを通じて、一日も早

く実現性の高い活用方法の再構築を、強く要望す

るものでございますけれども、最後、副区長、い

かがでしょうか。 

○工藤副区長 今までと同じような公募条件では、

やはりなかなか厳しいというのも私どもも十分分

かってます。そういった意味で、何らかの規制緩

和ができないかとか、今、長井委員のおっしゃっ

たように公園と広場を一体的に使うような活用が

できないかとか、少し、あとは借地期間をもっと

長くできないかとか、ちょっといろいろ様々検討

して、サウンディングを行って、何とか今まで、

この間公募していただいた東神ぐらいの規模のも

のを何とか誘致できるように努力していきたいと

思います。 

○吉岡茂委員 今の今後、ちょっと条件を緩和させ

ていくというような話を聞く中で、今回、東神開

発が撤退するということを表明されて、この今度

そういったいろいろ掛かってる規制を緩和させて

いくという、新たな条件を提示したときに、もう

一度東神工業さんも、再度うちももう一回手挙げ

ますよというのも、あるということでよろしいで

すか、考え方は。 

○資産管理課長 今回の基本協定の解除の内容にも

よるとは思いますけれども、基本的には東神開発

が、また手を挙げたいということであれば、それ

を妨げる理由というのはないと考えております。 

○吉岡茂委員 私もその辺については、もう特段問

題だとは思っていないのですが、ですがやはり一

度こういう本当に大きな、大きな、我々地域にし

てみれば大損失といいますか、もうこれ以上の失

望はないぐらいの打撃を受けていたということも

事実でありますから、その辺については、やはり

しっかりとその地域の皆さんの気持ちも十分吸い

上げてほしいなというふうに思ってるのです。 

  だからといって東神開発は排除しろということ

では全くないのだけれども、そういったことも感

情もしっかり踏まえてやっていただきたい。 

  それからあと、そんなに慌てて、後に何であん

なもの造ってしまったのと、いくらああいう状況

があって１回白紙になったにせよ、何でああいう

施設を造ってしまったなんていうことを、これか
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らまた新たにゼロからのスタートということにな

れば、相応の時間が掛かるわけですから、そのと

きに、その六町駅を利用する人たちの世代も確実

に変わってくるわけですから、そういった人たち

のことも意識したものをしっかり視野に入れて、

検討していただきたいっていうのが一つ。 

  それから、中にはやっぱり高齢者の皆さん、区

画整理事業にうんと寄与していただいた方々も、

そうなのと、それ残念だよねと、私たちではその

新しい施設のときにはもういないかもねと、こう

いう残念な話題が頻繁に耳にしてるのです。です

から、そういう意味では、決して慌てておかしな

ものを造ることは望ましいとは思いませんが、や

っぱりその辺はスピード感持ちつつも、慎重にか

なり高度な判断も必要になってくるのでしょうけ

れども、そこについてはどういうふうに区として

は考えてますか。 

○資産管理課長 吉岡委員おっしゃるとおり、拙速

に事業を進めて、今お話あったように何であんな

もの造ってしまったのだと言われないように、そ

こはしっかりスピード感を持って慎重に事業を進

めていきたいと考えております。 

○吉岡茂委員 そういうことだと思うのです。それ

でサウンディング市場調査も改めてし直すよとい

うような話もお聞きしております。 

  最初に聞いたのは、もう六、七年たってますよ

ね、きっと恐らく地域の要望として。そうすると、

さっき申し上げたように、その駅を利用する人た

ちの年齢層もまた変わってきてるのです。そうい

う意味でも、もう一度新たにお金も時間も掛かっ

て本当にしょうがないなと、正直いって思います

よ。思いますけれども、重ねての話になりますが、

無駄な必要のないもの、何でこんなものなんて絶

対に思わせないように最善の努力も併せてしてい

ただきたいということを要望するのだけれども、

どうでしょうか副区長、どっちの副区長に聞こう

か。勝田副区長、頼むか。 

○勝田副区長 私もエリアデザインにこれまで六町

の皆さんと関わってまいりましたので、地域の

方々の思いもよく認識しております。★★委員お

っしゃるとおりに、スピード感を持ちながらも慎

重に、地域の方に喜ばれるような施設を誘致でき

るように、その点についてはよく考えていきたい

というふうに考えております。 

○西の原ゆま委員長 ほかに質疑は。 

○小林ともよ委員 私からも、幾つか質問させてい

ただきます。 

  北綾瀬の商業施設のところなのですけれども、

私もオープン当初、行かせていただきまして、い

ろいろ見てきましたけれども、やはり先ほどから

話に上がっている、商業施設から環七に出るとこ

ろの車が大変混み合っていて出ていけないと。通

常ですと、交通広場から出てくるバスと商業施設

から出てくる車両が合流することはあまりない風

景だと思うのですけれども、何でこういう造りに

なってしまったのか、その辺いかがですか。 

○道路整備課長 都市計画決定する際に、確かに小

林委員のおっしゃるとおり、交通広場は都市計画

の議論からすると、出口と入り口が１か所で、ど

こからも合流しないというのは理想ではあるので

すけれども、やはり今回、にぎわいを誘致する商

業施設と連携して考えていく中で、どうしてもあ

あいった構造が必要だったというところから決定

させていただいてる次第になっております。 

○小林ともよ委員 先ほどの議論にもありましたけ

れども、ここの渋滞というのは、信号の長さで調

整していくということになっていくのでしょうか。 

○道路整備課長 解決する対策案としましては、信

号のサイクルを見直すということがあるかと思う

のですけれども、まず交通が少し、最近ですと落
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ち着いてきてるというところ、あと信号のサイク

ルをいじるということは、恐らく歩行者の時間を

ちょっと短くして、車両が出てく時間を増やすと

いうことになると、歩行者側がちょっといじめら

れるといいますか、一長一短あるわけですから、

そこら辺は慎重に見極めていく必要があるかと思

っております。 

○小林ともよ委員 分かりました。このペデストリ

アンデッキの目的は、車と歩行者、きちんと分離

していくというような目的で造られたわけですか

ら、その辺の責任はきちんと果たしていただきた

いなと思います。 

  あと、この駅の下の横断歩道のところですけれ

ども、ここも歩行者と自転車が交錯している状況

を確認したのですけれども、誘導員の方が、区の

方がいたときには自転車から降りるようにという

誘導してたと、指示をお願いしてたと思うのです

けれども、商業施設の方で配置した誘導員の方は、

そういうことなかなか自分ところのお客さんかも

しれないとなると、言いづらいという面もあって

なのか、そういうふうにはなっていないのですね。

この誘導員の方ももういなくなるということです

けれども、是非そこは引き続き、区の方からも自

転車から降りて横断するようにという指示が出せ

るような状況にしていただきたいと思うのですが、

いかがですか。 

○道路整備課長 その点は事前に伺っておりました

ので、既に商業施設事業者を通じて伝えさせてい

ただきまして、昨日私が確認行った際は、そうい

った案内もしておりましたので、改善は図られて

いると認識しております。 

○小林ともよ委員 ただ、これからいなくなってし

まうということだと、継続できないのかなと思う

のですけれども、その辺の対策としてはどのよう

なことを考えてますか。 

○道路整備課長 まず、誘導員がいなくなっても、

全て課題が解決されるわけではないと思うのです。

課題が少なくなってきて外す場合は、そういうわ

けなのですけれども、いなくなったとしても、全

て課題がなくなるわけではないと思いますので、

そのあたりは引き続き現場を注視しながら、例え

ば看板だとか路面表示によるいろいろな呼び掛け

というのもできるかと思います。 

  ただ、土地というか道路が都道になっておりま

すので、東京都との調整も必要なのですが、現場

を注視して、必要な対策を模索していきたいとい

うふうに考えております。 

○小林ともよ委員 是非よろしくお願いいたします。 

  あと、子育てサロンも見てきました。もう私た

ち行った頃、夕方で閉まってしまっていたのです

けれども、外に置いてあった案内、子育てサロン

の三つ折りの案内かな、あれに、ここのまだＬＡ

ＬＡテラス北綾瀬の子育てサロンの表記というか、

載ってなかったのですね、リストの中に。是非早

く作って、そこに置いてあるものなのに、そこの

表記がないというのはちょっといかがなものかな

と思うのですけれども、その辺いかがでしょうか。 

○地域調整課長 子育てサロンの三つ折りのパンフ

レットの件ですけれども、確かに現在のものは載

っておりませんで、三井不動産のオープニングの

リリースのタイミングと、そのパンフレットを作

成するタイミングの関係で、今回のものには載っ

ていないという状況でございます。 

  代わりになのですが、北綾瀬のオープニングの

チラシというものを作って、それでもって今回周

知をしているというところではございます。 

○小林ともよ委員 この施設は、先ほどもいろいろ

ありましたけれども、ほかの地域からも来る方が

多いということで、ほかの地域の方にもちゃんと、

ここにありますよというのが、分かるような形に
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早くしていただきたいなと思います。 

  次に、江北の上沼田東公園東側創出用地につい

てですけれども、今回、先ほども議論がありまし

たけれども、再公募することになっていますが、

地域の方々からは、浴場施設を希望する声が上が

っているのですけれども、地元住民の意向も取り

入れていくべきだと思いますが、いかがでしょう

か。 

○資産管理課長 現在、創出用地についてはもう公

募が始まっている状況でございますので、事業者

からの提案で、そういったものがあれば、その提

案について審査というか、させていただくという

そういう状況でございます。 

○小林ともよ委員 もしこういった浴場施設的なも

のが公募の中に入ってきた場合は、それも審査対

象にしていただけるということでよろしいでしょ

うか。 

○資産管理課長 あくまでも、今回の公募のテーマ

というか、提案の条件ですけれども、３施設連携

というところがテーマにございますので、浴場施

設をどういう目的で設置したいという、そういっ

た内容によるかなと考えております。 

○小林ともよ委員 恐らくスポーツした後に汗を流

したいというのが、地域の方のあれかなとも思う

のですけれども、是非その辺も視野に入れて検討

していただければと思います。 

  あと竹の塚の駅前広場のところの話ですけれど

も、今回、駅前広場を広くするという目的から、

竹の塚第五公園廃止して、第３団地の移転先にし

たわけですけれども、先日区から第五公園を廃止

しますという今回の報告にあるチラシを受け取っ

た方が、本当に残念だという声が届いております。 

  今回報告されている、関連資料の１の第７条５

に、けやき大通り沿いの地区施設及び地域に開か

れた広場空間における竹の塚第五公園と同規模以

上の面積かつ機能を確保することとありますけれ

ども、具体的にはどの辺りに確保することを想定

しているのでしょうか。 

○まちづくり課長 けやき大通り沿いに地区計画で、

多目的広場を位置づけてございます。 

  今、竹の塚第五公園の同じ面積ぐらいのものの

面積を位置づけておりますので、それを具体的に

順次造っていくというような形で考えているとこ

でございます。 

○小林ともよ委員 それは、今度建て直すＵＲの建

物ありますね。駅前広場に今度面することになる。

その辺には造る予定はないでしょうか。 

○まちづくり課長 今、言っていただいてるところ

は、新しく駅前広場に面するようなところ、ちょ

うど竹ノ塚駅を出て、正面に見えてくるようなと

ころになる建物かと思いますけれども、そこから

ずっとけやき大通り沿いのところ、北側、南側に

広場空間を位置づけてまいりますので、そこから

ずっと空間として、造っていくというような形で

考えているとこでございます。 

○小林ともよ委員 駅前広場空間というのは、ずっ

と造っていくというのは、通りというか、ウォー

カブルなストリートみたいな形ですか。それとも

公園みたいな形ができてくるということですか。 

○まちづくり課長 広場と言っていますけれども、

実際に今の公園、竹の塚第五公園のような空間で

はなくて、道路沿いの空間になってきますので、

面積的にその広場的なものを取ってくるので、北

側と南側造り方どうしていくのかというところは、

また今後、具体的にまたＵＲとも詰めていくとこ

ろがありますけれども、いろいろな使い方ができ

る、例えばそこで休めるような空間、ベンチがあ

ったりですとか、あるいはそこに少し、何ていう

のでしょう、ショップみたいなもののできるよう

な空間、そういったものを造っていきたいなとい
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うことで、そこに定めさせていただいてるという

とこでございます。 

○小林ともよ委員 そうなってくると、機能という

面ではちょっと違ってくるのかなという気もする

のですけれども、その点いかがでしょうか。公園

はやっぱりそういったちょっと休める空間という

のは、違う目的があると思うのですけれども、い

かがですか。 

○都市建設部長 現在の竹の塚第五公園と同じよう

なしつらえにはならないと思いますが、公園とし

ての機能であるベンチであったり、植栽であった

り、そういった空間は、このけやき通り沿いにも

含めて整備していく予定になっております。 

○小林ともよ委員 このけやき通り沿いですけれど

も、ほかの団地が建て替わっていくという状況に

ならないと、広くならないというか、ウォーカブ

ルなものにまだまだ開発するのには時間掛かると

いうことを聞いてるのですけれども、覚書の有効

期限というのは令和９年の３月３１日までなので

すが、それまでに実現するということでよろしい

ですか。 

○まちづくり課長 一つの区切りとして、令和９年

の３月ということで覚書の期限を定めさせていた

だいてますけれども、ここで終わりということで

はなくて、引き続き、まだ検討していくというこ

とであれば、お互い合意すれば、これを延長して

いくという形で考えてございます。 

○パークイノベーション推進課長 今竹の塚第五公

園にありましたじゃぶじゃぶ池とか、あとちょっ

とした遊具などに関しましては、特に遊具なんか

は移設できるものは、近隣の公園等に移設して、

その機能を保っていきますとともに、竹の塚の水

施設、こちらの今回の報告にありますようにアン

ケートを取らせていただいて、機能を拡充するよ

うな形で整備を今進めようと考えております。 

○小林ともよ委員 この覚書を読むと、公園のよう

なものがちゃんとできてくるのかなあというよう

な印象があるのですけれども、実際はそうではな

いということで、機能は転々と移転させるような

形で、ばらけて整備するということなのでしょう

か。 

○都市建設部長 今回の竹ノ塚駅、まずは交通広場

の整備を行う上では、繰り返しになりますが、第

五公園の機能は廃止させていただいて、第３団地

の３号棟の機能をそちらに移す、これが大枠にな

っております。 

  今、先ほど小林委員御質問というか御指摘あっ

たとおり、何もないところに生み出すのではなく

て、団地再生に合わせて物事を整備していきます

ので、当然時間軸としては１０年、２０年掛かる

ものだと思います。 

  ただ、第五公園としての公園の機能については、

段階的に整備はなりますが、やはり同じような形

にはならないにせよ、第３団地の中に公園として

の機能は確実に整備をしていきますし、そういっ

た前提でＵＲと協議していく考えでございます。 

○小林ともよ委員 この交通広場に面したＵＲです

けれども、どれぐらいの規模というか、結構面積

大きいかなと思うのですけれども、どれくらいの

規模のものになるのでしょうか。 

○都市建設部長 今の御質問は、３号棟の規模がど

れぐらいのものでしょうか。第五公園に移るとい

う意味でお話をされてるのでしょうか。 

○小林ともよ委員 ごめんなさい、質問の仕方が悪

かったですね。第３団地がなくなって、その後に

駅前広場ができますよね。その広場に今度面する

ことになる建物、ＵＲですよね。そのことについ

てなのですけれども、 

○都市建設部長 今回、資料をお付けしている、３

号棟の東側になる事業区域の１期のところの建物
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の規模という御質問でよろしいでしょうか。 

  現在ＵＲの方で、事業規模、施設規模の検討は

してます。まだ外部に公表できるものはないので

すが、基本的にここに必要なものは、１部分３号

棟の部分が廃止されるに伴って、代替の住宅を造

らなければいけないので、今の居住者さんが移転

できる規模のものを造るということですので、い

わゆる一般的に言うと中層と呼ばれている、５階

とか６階とか、それぐらいの規模のものは建築さ

れる予定になってます。ただ、先ほど申し上げた、

今検討中でございますので、分かり次第また当委

員会で御報告したいと思います。 

○小林ともよ委員 このＵＲ竹の塚の交通広場のと

ころにできる第１期のところですね。そこの中に

公園的な機能というのを持たせることはできない

のでしょうか。 

○都市建設部長 今事業区域の第１期のとこなので

すが、実は現地見ていただくとあるのですよ。中

庭みたいに空間があります。当然のことから敷地

をぱつぱつに建築するということは考えづらいの

で、先ほどの御答弁繰り返しになりますが、第五

公園をそのまま持ってくるのではなくて、空間は

基本的に確保できるように、当然のことながら、

実は建物計画は、いわゆる独自では検討できない

ことになってます。地元区と協議することになっ

ていますので、そういった御意見も踏まえて、今

後、内容を詰めていきたいと考えます。 

○小林ともよ委員 是非お願いいたします。覚書自

体も、工期に合わせて作っているかなとも思いま

すので、是非よろしくお願いいたします。 

  千住地域について伺います。 

  大川端地区なのですけれども、今回の報告で、

土壌汚染対策として４，０００万円区が負担する

という報告になっています。今回この区が負担す

る部分というのは、汚染されていた部分の最も汚

染が強かったところということで、４か所だけを

負担するということになってますけれども、なぜ

ここ４か所だけが負担になったのでしょうか。そ

の理由は何か教えてください。 

○千住地区まちづくり担当部長 今回協定を結ばせ

ていただいて負担をする４，０００万円について

ですけれども、ちょっと、今の御説明とは違って、

調査を掛けたところが、１０ｍメッシュで切って、

２８区画ありますけれども、２８区画のうち、２

１区画について汚染が出ております。その２１区

画の土壌汚染の対策をするための費用というふう

に考えておりまして、今、小林委員おっしゃられ

た四つの区画というのは、２１区画汚染されてい

る中で、第２溶出量基準という基準を超えたとこ

ろが４か所ありまして、その４か所と、ほかの区

画についてはちょっと処理の方法が違うというと

ころでございます。 

  別添に付けている千住地区関連１の３ページ目

を御覧いただければと思うのですけれども、第２

溶出量基準で出てきた土壌のところについては、

全部入替えをする。それが区の負担になります。

それと、そのほかの区画については、ここはイン

フラの工事を事業者がやりますけれども、そのと

きに処理する土の代金のうち、土壌汚染があるの

で上乗せになる部分、その部分を区が負担すると

いうところのスキームになっているというところ

でございます。それが４，０００万円というとこ

でございます。 

○小林ともよ委員 私もちょっと調べまして、この

土壌汚染というのは、どうやって処理していくの

かというところなのですけれども、東京都の環境

局が出してる土壌汚染の調査及び対策についてと

いうものなのですけれども、ここに出てくる土地

の改変を行うとき、その土地の利用の仕方を変え

るというときに、ここの土壌汚染について対策と
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いうか取らなければいけない土地改変者というふ

うに書いてあるのですね。これは事業者だと思う

のですけれども、その点どういう認識でいらっし

ゃいますか。 

○千住地区まちづくり担当部長 ちょっと聞き逃し

てしまったのですけれども、土地改変者が誰かと

いう御質問でしょうか。 

○小林ともよ委員 ★★。 

○千住地区まちづくり担当部長 それは基本的には

区だと捉えております。 

○小林ともよ委員 ただ、この４か所については区

がやるということ。赤い枠四つのところ、ほかの

薄いオレンジのところというのは、区はそこもや

るというところでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 御質問いただいて

た箇所は、この牛田堀という掘のところで、もと

もと区有地であるというところと、あと区が道路

を整備するところになりますので、土地の改変者

は区になるというふうに認識しております。 

  それで、区が負担するというところですけれど

も、添付させていただいてる資料は負担金の協定

になっておりまして、基本的に行うものは土地所

有者、地権者になります。地権者が、ここの今工

事を全体的にやっている中で、地権者と区で別に

工事を発注するのは非効率ですので、地権者が行

っている工事に対して区が一部、区の責任の部分

を負担するという形で工事を進めようとしている

ので、基本的に工事自体は、地権者が行う工事に

なります。それに区が負担金を払うというところ

で、上限を４，０００万円とした協定を結ばせて

いただいているというところでございます。 

○小林ともよ委員 前回の報告で、土壌汚染が当初

３，０００万円だったところが、物すごい処理す

るのに費用が膨らむという話が出てたと思うので

すけれども、それは今回のところには入ってきて

いないということですか。 

○千住地区まちづくり担当部長 ３，０００万円と

いう金額は、たくさん協定を結んでいて申し訳な

いのですけれども、道路の整備を区が行うに当た

りまして、インフラ部分、地下埋設物は事業者の

負担、表層部分は区の負担ということで、設計を

これからやっていく。その設計費の負担分が３，

０００万円というところで、今回の土壌汚染の対

策とはちょっと違うものになります。 

  前回お話しさせていただいた額が膨らんでくる

のではないかというところが、今回のこの部分は

図を見ていただきますと牛田堀の北側の部分にな

ります。南側の部分に、もう少し強い汚染がある

のではないかということが想定されるので、そこ

についての土壌汚染対策費がかなり高額になって

きそうだという想定をしているところでございま

す。 

○小林ともよ委員 それもこれからやっていくとい

うことになりますかね。 

  ここの開発に関しては、やっぱり委員会でも繰

り返し伝えてきましたけれども、地域住民は、こ

こに高層マンションが４棟も建つということに関

しては合意していないという状況だと思うのです。

皆さんすごく心配されていますし、小学校もどれ

ぐらい生徒が増えてしまうのかとか、駅周りです

とか、いろいろあると思うのですね。 

  そういった中で、そういう意見が出てる下で、

区がどれだけこの事業者にそれを伝えてくれてる

のかというのも、区民からしたら全く伝えてくれ

てないなということなのですけれども、そういっ

た下で建設に必要な道路を区が支援していくとい

うところにやっぱり問題があって、そうするので

あれば、もっと区民の声を反映していただきたい

なというのが区民の感情だと思います。 

  そういった事態が今起きてるということを指摘
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して次の質問に移ります。 

  関屋と牛田駅周辺の地区まちづくりに関してで

すけれども、これまでいろいろ議論がありまして、

駅舎の改装や駅前広場をどうするのかという議論

もされてきておりますが、交通量や駅の乗降客な

ど調査されてきてますが、見通しはどのようにな

ってますか。 

○千住地区まちづくり担当部長 ５月の１３日と１

８日に、交通量ですとか駅利用の実態調査を行わ

せていただきました。 

  今、それを受注していただいたコンサル会社の

方にまとめていただいているところで、たたき台

については出てきたのですけれども、そこら辺で

少し修正等がございまして、今そのまとめをして

いるところでございます。そのまとめができまし

たら、こちらにつきましては東京都、あと鉄道事

業者である東武鉄道、京成電鉄と勉強会を持って

おりますので、そこら辺で議題として上げて、課

題の共有化と、どうしていくかというところを話

していければと思っておりまして、当然資料がで

きましたら、議会の方にも、情報提供していきた

いというふうに考えてございます。 

○小林ともよ委員 これからも協議続けていくとい

うことなのですけれども、この地域の方からは、

やっぱり踏切の解消をしてほしいという声が本当

に圧倒的に多くて、どこの踏切もそうなのですけ

れども、とりわけというかこの地域が開発される

ということで、今、牛田駅の横の踏切も、朝です

と結構行列ができている状況と、自転車も割と多

く通る状況で、車と自転車と歩行者がわって動く

ような状況が今あるのですね。電車が何本も、違

う電車というかな、なかなか踏切が開かなくて、

どんどん列が長くなっていくというような状況、

私も見てるのですけれども、混雑解消も、ここを

踏切を渡らないでもほかに渡れるような仕組みを

考えていただきたいと思うのですが、いかがでし

ょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 調査をした結果を

今まとめているところですけれども、その調査の

結果と併せて、どういう改善策が検討できるのか

ということも考えていきたいとは思っております。 

  一つ、駅の利用実態調査を行った中で、線路よ

り北側からどれくらいの人数が来てるかというと

ころも調査をしておりまして、そこら辺の人数の

把握ですとか、あと鉄道事業者との費用対効果の

お話とかあると思いますので、そこら辺まとまり

次第、勉強会の方でも提案をしていければという

に思ってます。 

  まずは数字を押さえて、どういうことが考えら

れるのかということを少しコンサルと一緒にまと

めていきたいというふうに考えております。 

○小林ともよ委員 線路の北側よりも南側から行く

人の方が多いですよね。それもきちんと調査して

いただきたいのです。でないと、南側に再開発が

行われるという予定になってるわけですから、南

側からどれぐらいの人が行くのかとか、今の混雑

状況に合わせて、世帯が増えたときにどうなるの

かというシミュレーションもしていくべきだと思

うのですけれども、いかがでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 申し訳ありません。

実際、開発によってどれくらいの人口が増えるの

か、それにも伴ってどれくらい乗車人数が増える

のか、そこら辺は数字を押さえてシミュレーショ

ンをして、各社に数字を提出した中で、飲み込め

るのか飲み込めないのかというところも、勉強会

の中で話はしているところです。なので、パーソ

ントリップではないのですけれども、どこから人

が来て、どこに行こうとしているのかというとこ

ろも調べて、それに対してどういう手が打てるの

かということを考えていければというふうに思っ
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ています。 

  さっき答弁漏れてしまいましたけれども、小学

校につきましても、発生するこの人口構成から、

一番近くでありますと千寿第八小学校がちゃんと

キャパ飲み込めるのかどうかというところも検討

しながら、事業者とスケジュール調整等を今して

いるところでございます。 

○小林ともよ委員 是非詳細な調査をしていただき

たいと思います。 

  あと千住大橋、ここもまた、今もう最も高さの

ある高層マンションができているということなの

ですけれども、もう１棟できるツインタワーにな

るという話聞いているのですけれども、そうなる

のでしょうか、確認です。 

○千住地区まちづくり担当部長 ５２ページに千町

橋地区の街区案内図がございますが、今、この下

の方にありますＥ街区というところが、６月にし

ゅん工したというところで、足立区で一番高いビ

ルが今建っているというところでございます。 

  その隣のＦ街区というところが、開発が見込ま

れているところで、Ｅ街区とＦ街区については、

基本的にツインタワーで造っていくという想定に

なっておりますので、同じサイズのものが、これ

から計画をされていくというとこで考えていると

ころでございます。 

○小林ともよ委員 この高層マンションに住む方の

お子さんというのは、千寿小学校に通うことにな

るかなと思うのですけれども、今千寿小学校とい

うのは児童数がもう８７６人で、２７クラスもあ

るということで、大規模校になっているのですね。

千住の西側は、特にですけれども、何かちょっと

広い土地ができると、すぐマンションが建つとい

うような状況があると思うのですけれども、この

ことに関しても、きちんと区としては、学校運営

部と連携取れているのでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 千住大川端の千寿

第八小学校と同じように、千寿小学校につきまし

ても、その開発に伴ってキャパがどうなのかとい

うことは検討はしております。 

  実際に開発が行われると、飲み込めないという

ことであれば、何かしらの調整は出てくると思い

ますので、そのシミュレーションをしながら、開

発事業者とも調整をしていきたいと考えてござい

ます。 

○小林ともよ委員 もう今の時点で、もうできてる

わけですよね、１棟は。そこにどういう人たちが

入ってくるかというのは分からないわけですけれ

ども、もう多分これ以上増えると困るというよう

な規模感だと思うのですね、小学校としては。そ

の点は、今連携取れていないということですか。 

○千住地区まちづくり担当部長 開発に伴ってどう

なるのかというのは、先日も打合せしております

ので、連携は取れているというふうに考えており

ます。 

○小林ともよ委員 子どもたちが窮屈な思いしない

ように配慮していただければと思います。 

  区は統廃合はやるけれども、増設計画全く持っ

ていませんので、学校の。その点も、学校運営部

と協議をしていただければと思うのですね。 

  あと、東口のことについて伺いたいと思います。 

  ６月２１日に準備組合による地区内権利者に対

する説明会があったと聞いているのですけれども、

全体の地権者は何人で、どれくらいの何人が参加

したのでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 すみません、準備

組合の方からはっきりした数字を聞いてはいない

のですけれども、５０名を超える方が権利者とし

てはいらっしゃいまして、そのうち４分の１程度

が、６月２１日の説明会には参加したというふう

に聞いてございます。 
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○小林ともよ委員 参加しなかった方々が、なぜ参

加しなかったのかという、何か情報はつかんでま

すか、理由。 

○千住地区まちづくり担当部長 すみません、なぜ

いらっしゃらなかったのかは確認してございませ

ん。 

○小林ともよ委員 ちゃんと、あれですよね。普通

だったら知りたいと思って参加してくるのではな

いかなあと思うのですけれども、その辺もちょっ

と準備組合の方に確認していただければと思いま

す。 

  あと、これは本当かどうか分からないのですけ

れども、準備組合に入ると、抜けられなくなって

しまうという話が聞いたことあるのですけれども、

そういう情報はありますか。 

○千住地区まちづくり担当部長 私は聞いたことが

ないのですけれども、そもそもその準備組合に入

る手続、抜ける手続にどういうものがあるのかと

いうのは、任意の団体なので、はっきりしたこと

は分からないのですけれども、ただ、どういうこ

とを抜けるというのかというとこですけれども、

正式に文書を出して抜けるのか、もう行かなくな

ってしまうのかということあると思いますけれど

も、強制的に参加しなければいけないものではな

いので、出席しないというのは個人の方々の自由

なのかなというふうに思ってます。 

○小林ともよ委員 実際抜けたいなと思ってる人の

話も聞いてますので、ちょっとその辺、準備組合

の方に確認していただければと思います。 

  あと、準備組合に入って、生活の保障のところ

が前回も質問させていただきましたけれども、そ

こが心配だという方が圧倒的なのだと思うのです

ね。 

  例えば、下に店舗を貸していて、上で家賃収入

で暮らしている方だとか、自分が貸すものが今度、

再開発されてしまうと、なくなってしまいかねな

いというところで懸念があると思うのですけれど

も、こういった方々の生活の保障は誰がしていく

ことになるのでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 基本的には準備組

合であり、組合の方になってくると考えておりま

す。 

○小林ともよ委員 そうすると、準備組合の組合員

というのは地権者ですよね。地権者は、自分で保

障していくということになるのですか。 

○千住地区まちづくり担当部長 地権者がというよ

りも、地権者さんの集まりで組合を設立するわけ

ですけれども、その組合につきましては基本的に

法人格を持ったり、事務局がいて、やはり専門の

方でない方が多いと思いますので、そういうこと

を得意としているコンサルティング会社ですとか、

ディベロッパーが入って、ディベロッパーとかも

また参加組合員として組合の中に入ってきますの

で、そういうたけた方が、案をつくって、その組

合員である地権者の方々といろいろ保障等のやり

とりをしていくということになると思います。 

○小林ともよ委員 その組合員の方が、そういう法

人格を持って保障していくということですけれど

も、どうやって保障していくのでしょうか。どう

やってというか、そのお金はどこから出てくるの

か。 

○千住地区まちづくり担当部長 保障の仕方ですけ

れども、権利をお持ちの方が、まずはできた建物

に入るのか入らないのかというとこがあると思い

ます。入らない場合は、要は再開発事業から転出

するということになりますので、転出保障という

ことで、そういう金銭で保障されることになりま

す。で、建物に入りたい、残るという方につきま

しては、移転をして戻ってくることになりますの

で、そういう保障ですとか、あとは保障ではない
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ですけれども、権利に即した建物の中の権利を入

手して、そこに住まうなり貸すなりということが

やられるというところだと考えております。 

○小林ともよ委員 私たちも別に再開発自体には反

対している立場ではないのですけれども、今住ん

でる人が開発をされたことによって、住めない状

況とか生活ができないような状況になってしまう

のではないかということが一番心配しているとこ

ろなのですね。 

  実際に、きちんと住民の声を聞いて、また同じ

ような生活がそこで続けられるような、やっぱり

開発に、それが本当は住民本位の開発になってい

くと思うのですけれども、そういうふうにはもう

考えられないというか、この計画は、こういう高

層マンションとホテルが入って、商業施設が入っ

てという計画にしかなり得ないということなので

すか。 

○千住地区まちづくり担当部長 今、準備組合から

提案をいただいている内容は、そのような内容に

なっております。 

○小林ともよ委員 それと、地域住民の方に説明会、

何度も行っていますけれども、下町情緒とかそう

いった意見が出されてきてますが、全くそれが準

備組合に伝わっていないのか、改善されるような

兆しがない状況で今まできてると思うのですね。

そういったものを、まだまだできる地域住民の周

りの方ですね、そこの地権者ではなくて、周りの

方の意見も取り入れられるような状況で、また住

民説明会なども行っていただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 今までもそういう

御意見は聞いておりますし、準備組合の方には伝

えております。下町情緒ですとか、そういうもの

をどういうふうに実現していくかというとこです

けれども、それは情緒をどういうふうに捉えるの

かというのは人それぞれだと思います。なので、

我々が例えば情緒に即してやってますと言っても

そう思わない方もいらっしゃるでしょうし、それ

は１００％の皆様が御理解いただくということは

難しいのではないかなというふうに思っておりま

す。 

  ただ、我々も情緒というのは、そこに行ったこ

とで懐かしさを感じる雰囲気ですとか、生活感、

感じるとか、住民の連帯感を感じるとか、そうい

うのが情緒なのかなと思っておりますので、そう

いうものが実現できるようにということで、準備

組合の方には伝えているところでございます。 

○小林ともよ委員 そうすると、準備組合とやっぱ

り住民とが、もうちょっと一緒に連携して、こう

いう計画を立てていく必要があるのではないかな

と思うのですね。人によっても、それは情緒は違

うと思いますけれども、下町情緒とていう感じで

はないですよね。今の★★とか見ると、全くそう

いうことにはなっていない。どこにでもあるよう

な駅前空間になっていると。個性的でも何でもな

いということだと思うのですよね。それが本当に

地域住民が求めてるものなのか、足立区としても、

そういった形でいいのかどうか、きちんとこれか

らも検討していっていただきたいと思います。 

  これからまた、アドバイザリー会議なんかもあ

ると思うのですけれども、いつ頃開催される予定

かは今決まってますか、 

○千住地区まちづくり担当部長 まだ決まってはお

りませんけれども、８月ぐらいにはできればなと

いうふうに今考えてるとこです。 

○小林ともよ委員 開催した際は、開催しましたと

いう報告を是非していただきたいと思いますが、

よろしくお願いします。 

○西の原ゆま委員長 よろしいですか。 

○へんみ圭二委員 ＬＡＬＡテラス北綾瀬ができて
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から、私も多分もう五、六回行っているのですが、

もう先週の週末も、意外とフードコートもすんな

りと座れて、オープン当初の混雑というのが大分

緩和されてきたのかなというふうには思うのです

が、やはり私は何回も行ってたのも、地域の皆さ

んが、本当にアリオとかのように渋滞ができてし

まうのではないかという心配が多かったものです

から、その状況も確認してきたのです。 

  比較的思ってたより渋滞も起きずに済んでるな

と思いますが、区としては、これからどんどん落

ち着いていって、渋滞というのは大丈夫だろうと

いう認識を持たれてますか。 

○道路整備課長 まだ２週間なので、ちょっと落ち

着いてきていいなとは思ってるのですけれども、

これが続くのかどうかというのは、ちょっと慎重

に見極めていく必要があるのかなというふうには

認識しております。 

○へんみ圭二委員 駐車場を使ってみても、駐車場

出てすぐ横断歩道があって、ロータリーに入って

いくわけですが、これから誘導員の方がいなくな

ると、横断歩道のところが、なかなか車が行けな

くて、今は誘導員の方がいるので、ちょっと歩行

者の方を止めていただいて、車が出ることはでき

るのですが、あそこ多分、誘導員の方がいないと、

歩行者優先で、横断歩道ちょっとでも入ると車捕

まっちゃいますから、なかなか渡れないという状

況が考えられるなと思うのですが、そのあたりは

いかがですか。 

○道路整備課長 へんみ委員御発言のとおりだと思

います。そこも含めて、何ポイントかはちょっと

様子を、今は少し落ち着いてきて大丈夫なところ

と、もう少し注視したいなというところと何ポイ

ントかありますので、引き続き注視したいという

ふうに思っております。 

○へんみ圭二委員 是非状況を見て、誘導員設置が

必要であれば、そこも協議していただきたいと思

います。 

  それから、ペデストリアンデッキなのですけれ

ども、ＬＡＬＡテラスから出てペデストリアンデ

ッキを渡って、環七の上を渡っていこうとすると、

結局改札があって、ペデストリアンデッキの上を

渡っても下りられないという状況なのです。それ

を階段なり、エスカレーターなりでいいから付け

て、下の信号を渡らずに環七を渡れる状況をつく

れないかという話があるのですが、そこはいかが

ですか。 

○道路整備課長 へんみ委員御発言のとおりペデス

トリアンデッキを自由通路みたくして、環七を渡

る機能があれば、かなりのあそこの交通の課題も

改善するかなというのはおっしゃるとおりだと思

います。 

  ただ現実問題、渡った南側で何か下ろす足を設

けようとすると、当然、用地買収が必要になって

くる、そうするとあそこも市街化されております

ので、課題、鉄筋コンクリートのビルの建物の買

収というとなかなか現実的ではないのかなと。一

方でメトロと連携して何かできるかといっても、

メトロのホームもかなり混雑してるという課題も

ありますので、なかなか改善策としていいなとい

う思いはあっても、実現が難しいのかなという状

況です。引き続きいろいろ研究はしていきたいな

というふうには思っておるところです。 

○へんみ圭二委員 恐らく、あそこペデストリアン

デッキを渡って下に下りられるという方が、下り

られないのだと思って戻ってくる姿をちょくちょ

く見てますし、状況的に非常に難しいというのは

分かるのですが、何とかあそこ、ペデストリアン

デッキの上を環七を渡れる状況をつくれるように

というのは、何か技術革新でもあればいいかなと

思います。 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ３１  

 

  あとは、子育てサロンも、この商業施設ができ

るとなってから、このエリアデザインで何度も子

育てサロンをつくってほしいということは言って

きましたから、私もできてうれしくて、子育てサ

ロン自体も何回か行ってきました。週末も、本当

に喜んでいただいて、たくさんの方が来られてる

なというのは確認してきたのですが、子育てサロ

ンが３歳１１か月までが利用可能いうことで、兄

弟で上の子がいれば、それ以上の年齢の子でも利

用できますよということではあるのですが、中に

入ってみると、やはりこの３歳１１か月、４歳未

満の子たち向けのおもちゃとか本が多いですから、

多分その上の子たちというのは、なかなかあそこ

では満足して遊べられないなという状況かなと思

います。 

  子育てサロンの近くはうまくできてるというか、

ガチャガチャとかクレーンゲームがいっぱいあっ

て、結局その３歳ぐらいの子は遊んでるときに上

の子は外に出ようとなると、あっという間に２，

０００円ぐらい飛んでしまうのですね。そこは親

子関係もあるのだと思いますが、なので、それは

状況見ながらですけれども、もうちょっと上の年

齢の子も一緒に遊べるようなおもちゃだとか本と

か置いてあげて、ガチャガチャにお金が飛んでい

かないような状況がもしつくれればなと思うので

すが、そのあたりいかがですか。 

○地域調整課長 子育てサロンですので、一応年齢

制限というのは設けさせていただく必要があるか

なとは思うのですが、端の方で例えば上の子が、

本読んで待っててもらうとか、そういった対応が

できないかは、検討していきたいなというふうに

思っており、 

○へんみ圭二委員 個別の事例かもしれませんから、

これから運営していく中で、上の子はもうちょっ

といられればなというような声もあれば、もう少

し何かいろいろ検討していただければと思います。 

  それとあとは、喫煙所についても、ロータリー

に喫煙所というのは以前からお話をしてきました。

ただ、なかなか場所もできないということで、商

業施設内の喫煙所を使っていただきますというこ

となのですが、これ２階にしか喫煙所がなくて、

今実際、あの辺りの喫煙の状況というのは、どの

ようになっているという認識されていますか。 

○地域調整課長 喫煙所につきましては、現状とし

ましては、特段区の方に何か声とかが届いている

というわけではございませんので、もう少し人の

流れですとか、ポイ捨ての状況などを確認してい

きたいというふうに考えております。 

○へんみ圭二委員 私のところには、通勤途中に歩

きながらたばこを吸う人がやっぱり多いというよ

うな声も届きますし、周辺の喫煙状況というのは

地域の皆さんにもよく聞いていただいて、その喫

煙所設置の必要性というのは、私はやっぱり必要

ではないかなと思いますから、地域の事情はよく

確認をいただきたいと思います。 

  あともう一つ、六町についてですが、この六町

の事業撤退というのが事業者の方から来たのが６

月９日で、当初の区の方針としては今日７月９日

のエリアデザインで議会に報告をして、そして８

月に住民説明をするということで、対外的にはリ

リースもしないということでした。 

  ただ、８月の住民説明会まで考えると、事業撤

退の申出があってから２か月も掛かってしまいま

すから、その間に人生においての、本当に大きな

買物になるような不動産の購入などをしてしまう

人が出てくることを考えると、やはり早めに公表

すべきではないですかということをお話をして、

６月２５日にリリースを出していただきましたけ

れども、区としては、住民説明会が終わった後に

リリースしようというふうにお考えだったのでし
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ょうか。 

○資産管理課長 基本的には、今回エリアデザイン

の委員会で報告ということは、以前から委員の方

にはお話ししていたとおりですけれども、基本的

にはこの委員会が終わった後に、住民説明会をや

ります、事業者の撤退の申出がございましたとい

うホームページへの公表を考えていたところでご

ざいます。 

○へんみ圭二委員 特段、ニュースリリースのよう

な形でメディアにも公表するということは考えて

いなかったということですか。そうすると、やは

りあそこに高島屋ができるよという話で営業活動

をされていたところも多いと思いますし、それを

受けて、恐らくちょっと高めの金額で不動産を購

入したという方々もいますから、そういう方々か

らすると、もうがっかりどころの話ではないです

し、やはり自分の人生における大きな買物で、ど

うだったのかなあという気持ちには必ずなると思

います。 

  先ほど弁護士相談の中で、損害賠償の請求まで

は行かないというお話だったのですが、そこはな

ぜ行かないのでしょうか。 

○資産管理課長 損害賠償請求まで行かないではな

くて、行かないとは思いますがなので、今後まだ

相手との交渉中なので、そこについては交渉の内

容次第ではどうなるかというところは、まだ不透

明なところでございます。 

○へんみ圭二委員 相手との交渉というところです

けれども、先方としては、当然損害賠償請求はさ

れたくないわけで、私はやはり、これまでいろい

ろ準備をしてきて、時間も掛けてきたのに撤回に

なったわけですから、損害賠償請求というのは当

然考えていくべきだと思いますし、区としては強

い姿勢で臨んでいくべきだと思いますが、そのあ

たりの考え方はいかがなのでしょうか。 

○資産管理課長 現在、東神開発の方とは基本協定

書を結んでおります。六町駅前区有地に関わる複

合施設及び駐輪場の整備運営に関する基本協定書

というものを結んでおりますので、この基本協定

書の内容に基づき、先方と今回の事業を中止にな

る協議をしていくというところでございますので、

その内容をしっかり協議していきたいと考えてお

ります。 

○へんみ圭二委員 基本協定書の中身には、事業撤

退になった場合の取決めですとか、損害賠償につ

いてどうだというのは、どのようになってるので

すか。 

○資産管理課長 基本協定書の中身につきましては、

今回協定の解除、それと損害賠償、本事業の変更、

中止という内容がございます。 

  すみません、ちょっと長くなってしまうかもし

れないのですけれども、協定の解除という項目が

協定書の１１条にございまして、そこでは基本的

には区の方が、先方が事業これは当然進められな

いなというような、そういった判断をした場合、

そういったところ、区の方からも結構ですという

ような、そういう判断をした場合には損害賠償等

請求できるという内容がございます。 

  それと、もう一つの本事業の変更中止という項

目がございまして、こちらにつきましては、足立

区と東神開発が、例えば天変地異とか、著しい市

況の変化等々、本事業を中止せざるを得ないよう

なそういった何か事情が生じた場合、双方で協議

をして中止を決定しましょうというそういう項目

でございます。その場合につきましては、損害賠

償を行わないという内容と、ただこれに掛かった

費用がある場合は、精算方法については協議しま

しょうという、そういった内容がございますので、

今お話しさせていただいた前段の１１条の協定解

除なのか、それとも双方協議で中止にするか、そ
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この内容によってその損害賠償が請求できるかど

うかというところが分かれてくるかなというとこ

ろでございます。 

○へんみ圭二委員 分かりました。 

  ちなみに、この基本協定書を、いろいろと議会

資料をもう一度見直してみたのですが、これ議会

にその協定書自体は報告いただいたことありまし

たか。 

○資産管理課長 基本協定書を締結しましたという

報告だけでございまして、正式な中身のこのもの

自体の写し等を報告というのはしていない状況で

ございます。 

○へんみ圭二委員 今後どのようにやっていくべき

なのかというのは、こちら側でも検証する必要が

あると思いますし、その基本協定書自体の中身が

分からないと、何とも言えない部分がありますか

ら、是非その基本協定書、どのような内容だった

のかというのは、全て出していただきたいと思い

ますが、その点はいかがですか。 

○資産管理課長 基本的には、特に外に出して問題

ない部分につきましてはオープンにしたいと思い

ますので、情報提供したいと思っております。 

○へんみ圭二委員 分かりました。 

  ８月に住民説明会を行うということですが、こ

の住民説明会には、事業者の方は参加されるので

しょうか。 

○資産管理課長 出席して説明していただく予定で

す。 

○へんみ圭二委員 分かりました。 

  それから地域の方からは、これ、もう一回、再

公募していろいろやるということは聞いてるけれ

ども、例えばタワマンになったりとかするのかな

ということもありました。高さ制限がそこもある

ということなのですが、どれぐらいの高さまで建

てられる状況なのでしょうか。 

○資産管理課長 タワマンということは基本的には

考えられない今状況でございますけれども、高さ

につきましては、基本的には今へんみ委員お話あ

ったとおり、高さ制限、道路斜線とか、日影の制

限がございますので、それほど高い建物が建つと

いう状況ではございません。 

○へんみ圭二委員 最大でどれぐらいの高さまで建

てられるのでしょう。 

○資産管理課長 すみません、設計次第なので、今

この場では最大どれぐらいとは申し上げられない

状況でございます。 

○へんみ圭二委員 設計次第でここまでは建てられ

るというのがあるわけですよね。そうすると、後

ででもいいのですけれども、何階ぐらいまでの高

さの建物は最大の設計で建てられますよというの

は、教えていただきたいなと思うのですが。 

○資産管理課長 後ほど確認して御説明に伺いたい

と思います。 

○長沢興祐委員 平野の運動場の件が出てたので、

少し。 

  基本的には今の野球とかテニスコートの機能を

維持されて、更に地域の皆さんが使い勝手いい公

園にするということで、これからアンケートを取

って集計していくのですけれども、スポーツをす

るときに、いつも日よけの話をこれまで議会でも

してきました。 

  それで、今も比較的配慮してやっていただいて

はいるのですけれども、グラウンドの中というよ

りは、やっぱり団体で使ったり、あとは観戦をし

ている人とかがしっかり、もう暑いですから、そ

ういう人たちが逃げられるようなものをやっぱり

常にもうこの検討する段階で視野に入れてやって

ると思うのですが、その辺はどうですか。 

○パークイノベーション推進課長 今後の設計にな

りますけれども、観覧席の規模とか、そういった
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ことも考慮しながら設計の方に反映していければ

と考えております。 

○長沢興祐委員 観覧席とか、野球の中にもベンチ

があって、★★を付けていただいたりするのです

けれども、そこではなくて、ウォーキングも入れ

てくるという話になると、暑いときに、あと憩い

の場となると、それ以外のところに対しての日よ

けが必要になると思うのですが、いかがですか。 

○パークイノベーション推進課長 例えば、日よけ

となるパーゴラとか、そういうものの配置に関し

ても含めて、公園機能として必要なものに関して

は検討して、整備の方検討させていただきたいと

思います。 

○長沢興祐委員 是非お願いします。 

  やってる人のこともそうなのですけれども、応

援に来てたり、お手伝いに来ている人たちも熱中

症にかかりやすくなっている。そういった意味で

は、逃げられる場所、あと地域の人がウォーキン

グをしたときに、何か、ちょっと苦しいなという

ときには逃げられるような、競技をやってる人た

ち以外のところもやっていただくというのが必要

だと思いますから、よろしくお願いします。 

  千住東口の再開発準備組合の話が今出ましたけ

れども、どうでしょう。本当に地域の皆さんと準

備組合の方、コミュニケーションが密に取れてい

るのでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 基本的には、権利

者の集まりが準備組合なので、そういうふうに思

ってはいるのですけれども、改めてちょっと、今

の状況を確認をさせていただきたいと思います。 

○長沢興祐委員 物価の高騰とか様々あって、当初

の計画より詰められない部分があると思います。

ただ、詰められないから準備組合の方はしょうが

ないと思っているかもしれないけれども、地権者

の人たちからすると、最近連絡が来ないな、どう

なってるのだろうというふうなことになると、例

えば、人間ですから年齢積み重ねていきますよね。

例えば、２０代、３０代、４０代とか若くて早く、

まだ体力的にも時間があって待てる人もいれば、

相続の関係があってもう待てないという人もいる

と思います。そういった人に対しても、進捗状況

は常に、今ちょっと進めないということも踏まえ

て、定期的に準備組合から伝えていただく必要が

あると思うのですが、いかがですか。 

○千住地区まちづくり担当部長 長沢委員のおっし

ゃられるとおり、急いでやりたい人とか、そうで

ない人とか、あと情報がなくて不安な思いされて

る方とか、そういう方が出てこないようにしなけ

ればいけないと思いますので、そこら辺に注意を

して進めていく必要があると考えております。 

○長沢興祐委員 ということであれば、準備組合の

方にもう一度話をしていただいて、動きがなかっ

たとしても、定期的に、必ずその地権者の人たち

に対しては状況説明をしてくださいというふうに

区から言ってもらえるということでよろしいです

か。 

○千住地区まちづくり担当部長 少しそのように協

議をさせていただきたいと思います。 

○たがた直昭委員 江北エリアデザインで、先ほど

かねだ委員の方から、冒頭公募の話があったので

すけれども、やはり２８０件、出てる中で、一挙

に５件ぐらい、３件絞るというのも、これどうか

なということで、要望として今後、検討するとい

うことだったのですけれども、例えば、この隣に

あったすこやかプラザあだちと、これに関して江

北健康づくりセンターということで、★★ずっと

うたわれてたと思うのですけれども、これも恐ら

く２００件近くの応募があったと思うのですけれ

ども、やはり同じような形で、２００件ぐらいか

ら５件なり３件、最後は３件と聞いたのですけれ
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ども、この辺はちょっと所管が違うのですが、副

区長クラスは分かってると思うのですけれども、

いかがですか。 

○勝田副区長 地域のまちづくり協議会だとか、そ

ういうところに意見を聞いた、同じやり方でやっ

てるとは聞いてるのですけれども、すみません、

細かいどれくらいの数で絞っていたかというのは

私も把握してないので、改めて確認をしたいと思

います。 

○たがた直昭委員 確認して、やはりさっき言った

とおりに、２８０件あって、もう庁内で五つぐら

いもう絞ってしまうということは、もう区役所の

中で勝手に決めてるというふうに思われがちです

ので、是非この辺は幅広く、やっていただきたい

と思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

  あと、この再公募の実施ということなのですけ

れども、今まで１件応募して、結局１件が辞退し

たということなのですけれども、この辺について

期間の問題等々もあるのですけれども、これ期間

を長くすることによって、またほかの様々な条件

があるのですけれども、ということは、この辺は

もう今回クリアできるというふうに考えてよろし

いですか。 

○資産管理課長 たがた委員おっしゃるとおり事業

者の方にヒアリングをして、課題としては、今お

話あったとおり期間が短くて、いろいろ調整が難

しかったというところがございましたので、今回

そういった課題を解決するために、期間の方延ば

させていただいた状況でございます。 

○たがた直昭委員 私、前回交通委員会で、その前

がエリアデザイン委員会だったのですけれども、

何か申し訳ないのですが、１年前のエリアデザイ

ンからそんなにも動いてないような、ここの地域

に関してはそういうふうにちょっと捉えがちなの

ですけれども、公募の遅れ等々で、この辺は住民

の方々は何か意見述べられてますか。 

○資産管理課長 公募に関して言えば、特段町会長

等にも再公募いたしますという御報告をさせてい

ただきましたけれども、特段御意見はございませ

んでした。 

○たがた直昭委員 １年前エリアデザイン、私が入

ってたときは、何かもうやたらと３施設連携、３

施設連携ということで言ってたのですけれども、

何かちょっと少しずつトーンダウンしてきたのか

なという印象的は受けるのですけれども、やはり

高野小があって、東京都の給水所があって、環七

があって、ファミレスがあって、そこに上沼田東

公園、ちょっとここからここまでの距離がもう南

北が遠いかなということで、これも私１年前から

３施設連携というよりも、ある程度どうなのかな

ということなのですけれども、あくまでこの方針

は、もうずっと変えずにやっていくということで

よろしいですか。 

○エリアデザイン計画担当課長 たがた委員おっし

ゃるとおり３施設連携の方針というのは変わらず、

上沼田東公園、高野小学校スポーツ施設、あと創

出用地、三つの連携で人も呼び込めるような拠点

づくりを進めてまいります。 

○たがた直昭委員 恐らくこの３施設の計画という

のは、今から２年前の令和４年の８月、９月から

計画が出て、地域の方々に発表されたと思うので

すね。当初もいろいろ意見もあったし、私が当初

聞いたときは、スタバができるとか、コメダ珈琲

が来るとか、その後、ミズノに民間委託というか、

何かそういううわさがずっとやって今日まできて、

３施設が連携して公募を掛けるということだった

のですけれども、やはり公募を掛けて提案をして

くるのはいいのですけれども、地域住民の意見と

いうのは何か聞いておりますか。何が欲しいとい
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うか、ここにはこういうのが欲しいという。 

○資産管理課長 以前まちづくり協議会で意見を募

った際には、やっぱり居場所づくりみたいな、そ

ういったものが欲しいという御意見を賜った記憶

がございます。 

○たがた直昭委員 分かりました。 

  恐らく公募掛けて、いろいろな提案が来るかと

思うのですけれども、やはりこの上沼田東公園の

ちょうど東と北というのは、鹿浜区民事務所管内

と江北区民事務所管内で、若干、隔たりがあると

いう部分がありまして、ちょっといろいろな意見

がありますので、これはもうしっかりと今後、聞

いていただきたいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

  あと、私が１年前からやってて全く変わってな

いというか、変わってるかもしれませんけれども、

この江北給水所の上部、これについてはいかがで

しょうか。 

○エリアデザイン計画担当課長 江北給水所の上部

利用につきましては、昨年の１２月に東京都が出

資する第三セクターの東京都市開発株式会社が公

募を行っております。 

  現状なのですが、東京都の水道局の方に確認を

行っているのですが、現時点では、まだ詳細の方

をお聞きできておりません。しかしながら、上部

利用募集要項にも記載がございます令和８年１２

月に、駐車場の供用開始に向けて進めているとの

お話は伺えてますので、引き続き、動向の方を注

視していきたいと考えております。 

○たがた直昭委員 あそこは当然下に給水所の関係

がありますので、そんな重たいものは造れないし、

駐車場が一番ベストではないか。当然、箱物もそ

んな大きなあれはできないと思うのですけれども、

やはり一日でも早く整備してほしいという地域の

方々の御意見と同時に、例えば今３施設合同でや

ると言ってたのですけれども、これ東京都を一緒

になって、極端ですけれども４施設合同でないけ

れども、やはりそのぐらいの案で少しやっていか

ないと、３施設、区は区、都は都でというふうに

なると、ちょっといろいろこう不具合があるので

はないかと思うのですけれども、やはり一番大事

なのは、地域の人が区民の人が、区とか都ではな

くて、やはり一体になって、この健康とか、そう

いう部分のコンセプトを持ってやるべきかと思う

のですけれども、その辺は東京都についてはいか

がですか。 

○エリアデザイン計画担当課長 東京都の方に、ま

ず今回江北給水所上部利用につきましては、エリ

アデザイン計画というものがあるということで、

是非その内容に沿って、公募の方を進めてほしい

という依頼を掛けております。 

  今後、事業者等が決まって、こちらも把握でき

ましたら、東京都含めてエリアデザイン計画、ま

たこの３施設と連携できるようなことを少し検討

いただけないかということで依頼を掛けていきた

いと考えております。 

○たがた直昭委員 恐らく区でも都でも、それなり

に一生懸命やられているかと思うのですけれども、

やはり区民の方とか、地域の方々というのは、あ

る程度動いてる姿を見ていかないと、やはり何も

してないのではないかみたいな、それはやってる

とは思うのですけれども、協議会とか、そういう

部分では、一日でも早くしっかりと要望を伝えた

上で進めていただきたいと思いますので、要望で

終わります。 

○西の原ゆま委員長 他に質疑ありますか。 

○川村みこと委員 北綾瀬の件について伺います。

駅前の横断歩道の件です。 

  やはり幅を狭くしたことへの不満といいますか、

不便だという声が、まだまだ私のところにも届い
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ております。 

  しかし、道路整備する上で致し方なかったとい

うところも、私は理解しているところなのですけ

れども、なかなか区民の方にはまだそれがちょっ

と届いてない部分があるのかなというふうに思い

ます。その辺の周知だったりとか、御理解を得る

ためちょっと区が批判ばかりされてて、ちょっと

もったいないなと思うのですけれども、その辺の

理解を得るための説明とか、そういったところは

状況いかがでしょうか。 

○道路整備課長 ４月１７日に横断歩道が狭くなっ

て、その後いろいろ交通が切り替わって、今ペデ

ストリアンデッキができまして、大分、当初と比

べますと、改善は、駅利用者はペデストリアンデ

ッキ上歩いてくださってるので、大分改善は図れ

ている状況なのですが、今、川村委員御発言のあ

ったその辺の何ていうのでしょう、周知という点

では、現場を利用されてる方が一番感じていただ

けるのかなというところから、あまりこう、その

周知というのは、なかなかできてないのかなとい

うふうには思います。 

  ちょっとどういう形がいいのかというのは、検

討してみたいと思うのですけれども。その周知と

いう視点も、ちょっと考えてみたいというふうに

思います。 

○川村みこと委員 もう今回、これはもう変更が終

わってることなので、今回どうこうというのは難

しいのかもしれないですけれども、こういうふう

に横断歩道が大きく変わるような、交通の流れが

変わるようなことがあるときには、ホームページ

とかで、こういうふうにいつから変わりますとい

うのとともに、こういうふうに便利になるから理

解してくださいねというのを出してもよかったの

かなというふうに思いますので、区内でこのよう

に交通の流れが変わったりするようなときには、

是非こういうメリットもありますからというふう

な御理解を得られるような説明を、最初にしてい

くというのもいいのではないかなと思いますので、

是非そこは御検討いただきたいと思います。 

  この横断歩道についてなのですけれども、二つ

問題があると思ってまして、狭くなった分、向か

い側から渡ってくる人とぶつかりやすいというの

が一つと、あとはやっぱり横幅が長かったときは

横に広がって待つことできましたけれども、幅が

狭くなったので、今度は縦に待つ列が伸びてしま

うんですよね。これ、伸びてどうなってるかとい

うと、今環七を東西に普通に通行する人が、信号

が変わる直前とかどんどん人がたまっていって、

なかなか東西通行をできなくて、自転車とかも今

その場所多いので、歩行者が自転車の合間をこう

すいませんと言いながら通っていたりする場面も

あります。それで青に変わったりすると、すいま

せんと自転車の間を通ってる歩行者が、ちょっと

危ないというところも私も確認しているところで

す。 

  ４月のエリアデザインの委員会で道路整備課長

からも、路面について何か施せないかというふう

なお話がありまして、私今回からエリアデザイン

入れたので、ちょっとお伝えしておきますと、群

馬県の桐生市ではグリーンウェイティングエリア

というふうな取組で、本年３月から始めた取組だ

そうなのですけれども、横断歩道で危ない箇所で、

待機ゾーンとして路面をグリーンにペイントして、

もうここは待つエリアだというところを通行人に

も、待ってる人にも分かりやすくするというよう

な取組があるということです。やってるところあ

るということなので、できるのかなというふうに

思うのですけれども、それについて是非、やって

いただきたいと思うのですけれども、いかがでし

ょうか。 
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○道路整備課長 まず、先ほど周知の点は、交通が

変わっていく周知は確かに我々しっかりやってた

認識はあるのですが、できたメリットの周知とい

う点は、先ほど川村委員の御発言にもありました

ホームページ等でというのは、なるほどなと思い

ましたので、しっかりその辺、検討していきたい

と思います。 

  また、次の並ぶ位置ですね。環七を駅に行かず

に、渡る人が駅に行くために待ってる人がそれを

阻害してしまってるという状況で、グリーンウェ

イティングエリアという今、アイデアもいただき

ましたので、ちょっと研究させていただいて、た

だ、先ほどの小林委員のときも御発言させていた

だいたのですが、もし何かこの路面の表示だとか

看板とかこうやる場合は、都道になりますので、

都との調整が出てくるので、ちょっと研究をする

とともに、東京都とも調整をしてみたいというふ

うに思います。 

○川村みこと委員 分かりました。 

  都との調整もあると思いますので、大変かとは

思うのですけれども、事故が起こってからでは遅

いと思いますので、是非前向きに検討をお願いし

たいと思います。 

  続いて、子育てサロン北綾瀬について伺います

けれども、私もオープン日の初日、もう午前中の

うちに伺いました。本当に非常に多くの方にぎわ

っていてうれしく思うのですけれども、４歳未満

まで入れるという特性からも、なかなかこう中が

混雑してるときはごった返しておりまして、特に

小さい子どもたちですよね、ぶつかりそうだなと

いうふうな状況もあるなというふうに思って見て

おります。 

  特に土日、今混雑しているということなのです

けれども、今後の土日の混雑が落ち着いてくるの

か、どうなのでしょうか。どのように考えてるの

か、ちょっと改めて確認させてください。 

○地域調整課長 具体的にどんな感じになるかとい

うところは分からない部分あるのですけれども、

例えば千住大橋、ポンテポルタのところの部分も

オープン当初はやっぱり土日すごく混んでいまし

たけれども、徐々に落ち着いてきたという状況も

ございますので、今よりは少し落ち着いてくるの

かなというふうには考えております。 

○川村みこと委員 分かりました。落ち着いてくる

といいなというふうに思うのですけれども、子育

てサロン入っていくと奥の方に、ハイハイする赤

ちゃんのエリアがありまして、区切ってあるので

すけれども、やっぱり１歳半とか２歳の子どもた

ちはそれを楽しく乗り越えていって、ごろんとし

てたりとか、寝返りぐらいの赤ちゃんのところに

わあっとこう走っていっている場面も私も見掛け

ました。 

  子育てサロンにはあかちゃんずという取組があ

るかと思います。この子育てサロン北綾瀬は、商

業施設の中なので、オープン前に小さい赤ちゃん

たちの利用というのはできないかと思うのですけ

れども、例えばゼロ歳の時間とか１歳の時間みた

いな時間をつくってはどうかと思います。 

  また、これは安全面でまずはやったらどうかと

思うのですけれども、ゼロ歳だけの時間というふ

うになると、同じ月齢ですとかのママさん、パパ

さんのつながりの機会にもできるかと思いますの

で、一石二鳥かと思うのですけれども、このあた

りの取組についてはいかがでしょうか。 

○地域調整課長 もう少し様子を見ながらというこ

とにはなると思いますけれども、またその対象年

齢を限定して専用の時間を設けるというのは、な

かなか難しいかなとは思うのですけれども、対象

年齢絞ったイベントを行うなど、そういったこと

は検討できるかなというふうに考えております。 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ３９  

 

○西の原ゆま委員 ほかに質疑はありますか。 

○岡田将和委員 エリアデザインの報告資料の中に、

あやセンターぐるぐるという言葉がありましたの

で、総務委員会で報告がありましたぐるぐる博が

北綾瀬でやるということなのですけれども、これ

隔年でやるということなのですか。それとも綾瀬、

北綾瀬、去年は綾瀬でやったと思いますが、今年

北綾瀬ということで、どういうスケジュール感か

教えてください。 

○ＳＤＧｓ・競争推進課長 今年度に関しましては、

北綾瀬の方でやらせていただきますが、来年度は

綾瀬にするなど、隔年にするなどもまだ確定では

ないのですが、課内で検討しておりますので、ま

た検討が固まりましたら御報告させていただきま

す。 

○岡田将和委員 ハト広場でぐるぐる博が行われて

いたときに、やはりいろいろな方々が綾瀬駅に行

く途中に、駅前の広場があっていいねというお話

ですとか、楽しみにしていた方もいらっしゃると

思いますので、隔年にするかどうかまた期待して

おりますので、よろしくお願いしたいと思うので

すが、ぐるぐる博が北綾瀬でやるというふうにな

ったのは、恐らくＬＡＬＡテラス北綾瀬がオープ

ンしたからというのも大きな影響の一つだと思う

のですけれども、ＬＡＬＡテラス北綾瀬との連携

は何か考えてらっしゃるのでしょうか。 

○ＳＤＧｓ・競争推進課長 前々から北綾瀬に住ま

れてる方からも、是非北綾瀬でやってほしいとい

うお声掛けはいただいてましたので、今回実施す

ることにいたしました。 

  ＬＡＬＡテラスとは、まだ具体的な連携方法に

つきましては考えてませんが、何かしらでちょっ

と連携できればいいなとは考えておりますので、

まず接点を持ちたいと思います。 

○岡田将和委員 やはり、先ほどちょっと小さめだ

ったよねという話も出てるのですけれども、ＬＡ

ＬＡテラス北綾瀬が５１店舗で、たしか５月にオ

ープンしたＬＡＬＡテラス川口というのがありま

して、川口の駅前にあったそごうの跡地なのです

が、こちらは１００店舗入ってる商業施設なので

す。そういうことを私もいろいろと見に行って、

小さいけれども、今まで北綾瀬駅前に商業施設が

なかった。住民は非常に喜んでると思いますし、

やはり私も足立区がやるイベントを勝手にやるの

ではなくて、せっかくできた商業施設、そういう

民間事業者とコミュニケーションを取りながら、

一緒に地域を盛り上げていくということをやって

いただきたいと思ってるのです。 

  先日、産業環境委員会でも、しょうぶ祭りと世

界の食広場の話が出たときに、世界の食広場、キ

ッチンカー２５台新しく出て盛り上がってたよね

と。しょうぶ祭りちょっと少なかったよねという

ときに、是非ぐるぐるのように、ＬＡＬＡテラス

北綾瀬と連携してほしいというお話をさせていた

だいたんです。 

  区民も、どんどん、どんどん目が肥えてきてま

すし、やはり選ばれ続けるためにも創意工夫を是

非お願いしたいと思ってます。 

  全然違う委員会ではあった話なのですけれども、

やはり民間施設とちゃんと連携取っていかないと、

アリオ西新井のような、イベントスペース貸して

もらえないとか、そういう話にもなってくる可能

性もあるので、是非民間事業者と連携してほしい

というのが、ＬＡＬＡテラスの件でございます。 

  もう１点、竹の塚のまちづくり連絡会の開催結

果報告ということで地元中学生、十四中の２年生

の意見を聞いたとあるのですけれども、私も十四

中なので気になったのですけれども、これは報告

を出しただけなのでしょうか。これについて何か

これからやっていくという方向なのでしょうか。 
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○まちづくり課長 いろいろこれからのまちづくり

について、十四中の生徒さんに伺ったところでご

ざいます。 

  当日３０分の予定だったのですけれども、４５

分時間を取っていただきました。このときにいた

だいた意見等ありますので、それも今後また駅前

交通広場ですとか、具体的なところに反映できた

りだとかいうこともあるかと思いますので、まち

づくりの進捗状況に合わせて、またフィードバッ

クをさせていただいたりですとか、その辺をまた

先生とも御相談させていただいて、中学生の皆さ

んとも連携を取りたいなというふうに思ってます。 

○岡田将和委員 この中であった街灯を増やし明る

くするとあるのですが、先日、私商店街の役員会

に参加したときに、どうやら、先日オープンした

ヤマダ電機の通りにある四季通り商店街、商店街

の街路灯あるのですけれども、東京都と足立区の

補助金を使って撤去するという話も今年度出てお

りました。 

  思うのは、イトーヨーカドー竹の塚店が閉店し

てヤマダ電機ができました。１階にイオンが入っ

て、非常にオープンしたてで関東最大級というこ

とで大変にぎわっていたのですけれども、やはり

同じようなものがたくさん足立区に増えるという

ことよりも、いろいろなバラエティーあるものを、

やっぱり住民は求めてるというふうに私は感じて

います。 

  ヤマダ電機がどうだとか、イオンがどうだとか

いう話ではないのですけれども、そんな中におい

て、このＵＲの駅前の用地が、これ未来図という

のが、どうしても私１年ぶりにエリアデザイン参

加して、まだ見えてこないのですけれども、今後、

５年、１０年後の竹の塚の貴重な駅前のＵＲの跡

地利用については、これ未来図というのが乗っか

ってこないのでしょうか。 

○都市建設部長 このことにつきましては、適切な

表現かどうかなのですが、産みの苦しみではない

のですが、今ＵＲと今後、駅前のまちづくり、先

ほど報告資料にありましたとおり、区、ＵＲ、東

武鉄道と、まず駅前の将来像について共通認識を

図って、どのような形が一番ふさわしいかという

ことを検討してます。 

  今、岡田委員御指摘のとおりで、特に私どもが

ターゲットにしてますというか、ＵＲの考えてい

るのは、駅前の第３団地のピンポイントで言いま

すと、１棟、２号棟になります。ここの部分が、

どういったしつらえでしていくことが、やはりま

ちの活性化、にぎわい、竹の塚としてふさわしい

かということを正直真剣に考えております。その

ためにやはり区でどのような施設を誘致、まだ全

く決まっていない状況下であるのですが、最適化

は何かということを今考えている中で、今岡田委

員御指摘の未来図ではないですが、そういったも

のを出していきたいと考えております。 

○岡田将和委員 ありがとうございます。 

  その中で伺いたいのが、この竹の塚の駅前につ

いて、足立区とＵＲが協定書を結んで、費用分担、

これ１，８００万円、足立区は１００％持って、

ＵＲが１００ゼロという状況なのですけれども、

これ、大義としてはどういう大義なのですかね。 

○まちづくり課長 駅前交通広場については、区が

つくるというところですので、区が負担をしなけ

ればいけないところになってます。周辺の団地再

生事業、こちらＵＲの方が検討していくというこ

とで、ＵＲが一つの委託の中で委託を掛けますの

で、その部分で駅前交通広場に係る部分について

区の方で負担をするということになってございま

す。 

  両方、団地再生事業を検討する上においても、

駅前交通広場どうなるのかということが当然関わ



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ４１  

 

ってくることがございますので、両方ラップをし

てしまうというところがあります。効率的にやる

ために、一つのＵＲの委託の中で一本化をして、

その掛かる費用について区が負担をするというと

ころでございます。 

○岡田将和委員 しっかり区民の税金を使われてい

るわけですから、この大義というのは、きちんと

説明した方がいいと思いますし、この協定書の内

容でＵＲが負担する主な業務について書かれてま

すけれども、どれぐらいの費用のものをＵＲが負

担するかというのを書いてなかったので、そのあ

たり説明を求めたいと思いますし、先ほどの中学

生のお話ではないですけれども、私の同級生の子

どもたちも、今小学校高学年なのですが、竹ノ塚

の駅ができたけれども、最初の方は行ったよと。

だけれども、暑いし、滞留するとどまる場所がな

いから、どうしてもアリオ西新井まで自転車で行

ってしまってるという話も聞くのです。 

  駅前は、東武鉄道が持っている南側の元三菱東

京ＵＦＪのビルもあります。ＵＲが持ってる土地

も建物もありますし、竹の塚の高架下が何でドラ

ッグストアが二つ入って、バラエティーが飛んだ

ものが入らなかったのか、東武鉄道が選んだこと

なのですけれども、しっかり足立区が事業者とコ

ミュニケーションを取りながら、いいものをつく

っていただきたいと思っておりますので、要望で

よろしくお願いします。 

○西の原ゆま委員 ほかに質疑はありますか。 

○吉岡茂委員 平野運動場公園基本構造について、

簡単に聞かせてほしいのですけれども、これ初め

てこの資料を実は見たの二、三か月前だったので

すが、それを見ますと、今後の予定というところ

で、令和７年の春頃ということで、アンケート実

施というふうになってるのですが、これはアンケ

ートもう実施してるのかどうか。仮に実施してる

のであれば、どういう人たちに対してアンケート

を取ってるのか、ちょっと聞かせてください。 

○パークイノベーション推進課長 今回の委員会の

資料にもありますけれども、今、平野運動場の公

園基本構想案という素案をつくりまして、これに

関してのアンケートを６月中にさせていただいて

おります。 

  配った範囲としましては、平野運動場を中心に

半径５００ｍの円を書いたその中で、配付部数と

しては７，２６０世帯あまりのところに戸別配付

させていただいてます。それでアンケートを取ら

せていただいております。現在、そのアンケート

を大分戻ってきましたので、この７月いっぱいで

内容を精査して、この基本構想の方をまとめてい

きたいと思っております。 

○吉岡茂委員 分かりました。 

  これ基本的に使いながら工事を進めていくとい

うことでいいのですか、考え方としては。 

○パークイノベーション推進課長 まだ詳細設計ま

で済んでないのですけれども、やはり外周部を若

干いじらなければいけないところもあると思いま

すので、実際工事をやるとなると、一時全面的に

休園とか、そういう処置をしながら工事を進めた

いと考えております。 

○吉岡茂委員 そうなると、結構頻繁にテニスコー

トなんかでも使ってる様子目にしますし、それか

ら一つ、所管課が替わってしまうのかなという気

がするのですけれども、平戸運動場のちょっと本

体とずれたところにゲートボール場があるのです

ね。そのゲートボール場は、資料を拝見しますと、

今回現状維持となっております。この現状維持と

いうのは、この基本構想を進めた後も、今のまま

の現状維持で、そのまま既存のまま使わせますよ

と、こういうことでいいわけですか。 

○パークイノベーション推進課長 吉岡委員御発言
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のとおり、現状のままで利用継続していきたいと

考えております。 

○吉岡茂委員 そこでなのですけれども、先ほど★

★にアンケートを配ったみたいな話、説明をして

いただいて、平野グラウンドのゲートボール場を

利用している皆さんの中には、既にもう物置が、

倉庫が置いてあるのですね。倉庫が置いてあるの

ですけれども、それは実は、彼らがゲートボール

を始めた頃に自費で設置したものであると。なの

で、非常にその後の取扱い困っているのだという

状況の中で、今後、防災備蓄倉庫として、改めて

新しいものを設置、かなり老朽化が進んだという

ことで、設置することはできないのかというよう

な相談を受けていたことがあります。 

  よく周りを見渡しますと、確かにゲートボール

場周辺には、もう既にあちこち民家がだあっとあ

りますので、そういう意味でも、理にはかなって

いるのかなあというふうには考えて、以前そのこ

とをスポーツ振興課の方に確認をちょっとさせて

いただいたらば、建築確認申請の問題等々、ちょ

っと精査しなければいけない問題があるというよ

うな答弁をいただいたので、それっきりについつ

い、ちょっと忙しくてなってしまってたのですけ

れども、その辺についての可能性というか、どう

でしょうか、考え方としては。 

○都市建設部長 今、吉岡委員お話ありました、確

かに建物を造ると、御承知のとおり建築確認が必

要になりますが、まずは現地を確認して、今回の

リニューアルに合わせて、何ができるかも含めて、

改めて検討させていただければと思います。 

○吉岡茂委員 少なからずとも利用者の皆さんに理

解を得て協力をしてもらって、利用者さんからも、

ちょっと我慢してもらうとかと、大規模改修やる

ときは大体そういったものもうトラブル付きもの

なのですけれども、そういう意味で、できる可能

性のあることは、その可能性を何とか実現してあ

げられるというその視線で、是非要望等と地域の

声を聞いてほしいなと思うのですが、いかがです

か。 

○都市建設部長 地域の皆様のアンケートの結果は

もとよりですが、やはり実際に使っている方々の

お話を聞きつつ、やはりリニューアルするに当た

っては、あそこをやっておけばよかったねという

ことがないようにすることが重要だと思いますの

で、改めて、御意見を伺いながら進めてまいりま

す。 

○西の原ゆま委員 ほかに質疑はありませんか。 

○勝田副区長 申し訳ありません。先ほどたがた委

員から御質問がありましたすこやかの名称の決定

方法なのですが、今回の公募の多目的と同じよう

に、１７６件の公募を庁内で５件に絞りまして、

地域のまちづくり連絡会に掛けた３件とさせてい

ただいて、公募したような状況です。今回もう少

し広く、地域の方の御意見聞けるように、少し検

討してまいりたいと思います。 

  失礼しました。 

○地域調整課長 申し訳ございません。長井委員か

ら御質問ありました北綾瀬の子育てサロンの平日

の利用状況の件ですけれども、平日の利用につき

ましては、常にどの時間帯も１０から１５組程度

の利用になっておりまして、１日で見た場合が１

５０人から２００人の利用になりますので、訂正

させていただきます。 

○資産活用部長 申し訳ございません。六町の件で

ございまして、本来であれば、先ほどの御説明で

御説明したかったところなのですが、８月の１日、

２日の地元説明会の周知の関係でございますが、

チラシを作成させていただきましたので、全議員

に配付するとともに、本日からホームページ、ま

たあしたから町会にお願いしまして、回覧版、そ



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  
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れから掲示板で周知をさせていただきたいと思い

ます。 

  遅れた説明になりまして、大変申し訳ございま

せんでした。 

○かねだ正委員 今、★★から今たがた委員に対す

る質問あって、私もその質問させていただいたの

であれなのですけれども、区民投票が何件あった

かというの、今分からなければ後でもいいので、

教えてもらってもいいですか。今でなくていいで

す。 

 

           ◇            

 

○西の原ゆま委員長 次に、その他に移ります。 

  何かございますか。 

○勝田副区長 区民の公募１，０８８ございました。

投票ですね、投票三つのところに１，０８８件の

投票いただきました。 

○千住地区まちづくり担当部長 １，７７６票いた

だきまして、そのうち第１位がすこやかプラザあ

だちで１，０８８票でございます。 

○西の原ゆま委員長 よろしいですか。 

  もう一回、はっきり言う、後で。後でお願いし

ます。 

○西の原ゆま委員 以上で、エリアデザイン調査特

別委員会を閉会します。 

午後４時１５分閉会 


